
調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 43

問２－１ 問２－２

問３－１ 無 問４－１　無

問３－２　条例名称
問３－２

公布日（西暦）
問３－２

施行日（西暦）

問３－３
現在の
状況

問４－２　計画名称

問４－２
女性活躍
推進法

との関係

問４－３
計画策定
の方法

問４－４
現在の
状況

41 42 34 43

27 100 大阪市
市民局ダイバーシティ推
進室男女共同参画課

1 1 1 1 大阪市男女共同参画推進条例 2002年12月4日 2003年1月1日
大阪市男女共同参画基本計画
～第３次大阪市男女きらめき計画～

2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

27 140 堺市
市民人権局
ダイバーシティ推進部
ダイバーシティ企画課

1 2 1 1
堺市男女平等社会の形成の推進に関する
条例

2002年3月28日 2002年4月1日 第5期さかい男女共同参画プラン 2022年4月 ～ 2027年3月 1 1

27 202 岸和田市 人権・男女共同参画課 1 1 1 1 岸和田市男女共同参画推進条例 2010年12月20日 2011年4月1日 第４期きしわだ男女共同参画推進プラン 2021年4月1日 ～ 2031年3月31日 1 1

27 203 豊中市 人権政策課 1 2 1 1 豊中市男女共同参画推進条例 2003年10月10日 2003年10月10日 第3次豊中市男女共同参画計画 2022年4月1日 ～ 2032年3月31日 1 1

27 204 池田市 人権・文化国際課 1 2 1 1 池田市男女共同参画推進条例 2002年9月27日 2002年9月27日
第3次池田市男女共同参画推進計画
（いけだパートナーシップ21）改訂版

2025年4月1日 ～ 2035年3月31日 1 1

27 205 吹田市 人権政策室 1 2 1 1 吹田市男女共同参画推進条例 2002年10月9日 2002年11月1日 第5次すいた男女共同参画プラン 2023年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

27 206 泉大津市 人権くらしの相談課 1 2 1 1
泉大津市男女共同参画のまちづくりを推進
する条例

2007年12月14日 2008年4月1日 第3次泉大津市男女共同参画推進計画 2016年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

27 207 高槻市 人権・男女共同参画課 1 1 1 1 高槻市男女共同参画推進条例 2005年12月20日 2006年4月1日 第2次高槻市男女共同参画計画 2023年4月1日 ～ 2033年3月31日 1 1

27 208 貝塚市 人権政策課 1 2 1 1 4
貝塚市男女共同参画計画
（第４期）コスモスプラン

2023年4月 ～ 2033年3月 1 1

27 209 守口市 人権市民相談課 1 2 1 1 守口市男女共同参画推進条例 2009年12月21日 2010年4月1日
第３次守口市男女共同参画推進計画（改
訂版）

2016年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

27 210 枚方市 人権政策課 1 2 1 1 枚方市男女共同参画推進条例 2010年3月31日 2010年4月1日 第３次枚方市男女共同参画計画改訂版 2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

27 211 茨木市 人権・男女共生課 1 1 1 1 3
いばらきジェンダー平等プラン
（第3次茨木市男女共同参画計画）

2023年4月1日 ～ 2028年3月31日 1 1

27 212 八尾市 人権政策課									 1 2 1 1 八尾市男女共同参画推進条例 2009年12月25日 2010年4月1日
八尾市はつらつプラン（改定版）～第３次八
尾市男女共同参画基本計画～

2021年4月 ～ 2027年3月 1 1

27 213 泉佐野市 人権推進課 1 1 1 1 泉佐野市男女共同参画まちづくり条例 2017年3月27日 2017年4月1日 第3次泉佐野市男女共同参画推進計画 2022年4月1日 ～ 2032年3月31日 1 1

27 214 富田林市 人権・市民協働課 1 2 1 1
富田林市男女が共に生きやすい社会づくり
を推進する条例

2011年3月18日 2011年4月1日
第3次富田林市男女共同参画計画
（ウィズプラン）

2017年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

27 215 寝屋川市
危機管理部人権・男女共
同参画課

1 2 1 1 4 第５期ねやがわ男女共同参画プラン 2021年4月1日 ～ 2031年3月31日 1 1

27 216 河内長野市 人権推進課 1 2 1 1 河内長野市男女共同参画条例 2005年9月29日 2006年1月1日 河内長野市男女共同参画計画（第４期） 2018年4月1日 ～ 2028年3月31日 1 1

27 217 松原市 人権交流センター 1 2 1 1 松原市男女輝きまちづくり条例 2015年4月1日 2015年4月1日 第5期まつばら男女かがやきプラン 2024年4月 ～ 2029年3月 1 1

27 218 大東市 人権室 1 2 1 1 大東市男女共同参画推進条例 2007年3月23日 2007年4月1日 第４次大東市男女共同参画社会行動計画 2019年4月 ～ 2029年3月 1 1

27 219 和泉市
和泉市総務部人権・男女
参画室

1 1 1 1 和泉市男女共同参画推進条例 2007年7月11日 2007年8月1日 第３期和泉市男女共同参画行動計画 2015.4.1 ～ 2027.3.31 1 1

27 220 箕面市 人権文化部　人権施策室 1 2 1 1 4 箕面市男女協働参画推進プラン 2021年4月 ～ 2031年3月 2 1
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27 221 柏原市 人権推進課 1 2 1 1 柏原市男女共同参画推進条例 2006年12月25日 2007年4月1日 第4期かしわら男女共同参画プラン 2025年4月1日 ～ 2035年3月31日 1 1

27 222 羽曳野市 市民生活部　人権推進課 1 2 1 1 羽曳野市男女共同参画推進条例 2013年12月27日 2014年4月1日 第3期羽曳野市男女共同参画推進プラン 2017年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

27 223 門真市 人権市民相談課 1 2 1 1 門真市男女共同参画推進条例 2005年3月31日 2005年4月1日 第３次かどま男女共同参画プラン 2023年度 ～ 2032年度 1 1

27 224 摂津市 人権女性政策課 1 1 1 1 4
第4期摂津市男女共同参画計画
～ウィズプラン～

2022/4/1 ～ 2032/3/31 1 1

27 225 高石市 人権・生活相談課 1 2 1 1 4 第2次高石市男女共同参画計画 2017年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

27 226 藤井寺市 協働人権課 1 2 1 1 藤井寺市男女共同参画推進条例 2011年3月25日 2011年4月1日
第4期男女共同参画のための藤井寺市行
動計画～スクラムチャレンジプラン～

2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

27 227 東大阪市
多文化共生・男女共同参
画課

1 1 1 1 東大阪市男女共同参画推進条例 2004年7月1日 2004年7月1日 第4次東大阪市男女共同参画推進計画 2021年4月 ～ 2031年3月 1 1

27 228 泉南市 人権推進課 1 1 1 1 泉南市男女平等参画推進条例 2011年12月26日 2012年4月1日 第4次せんなん男女平等参画プラン 2022年4月 ～ 2032年3月 1 1

27 229 四條畷市 人権・市民相談課 1 2 1 1 四條畷市男女共同参画推進条例 2006年6月27日 2006年7月1日 第2次四條畷市男女共同参画推進計画 2017年4月 ～ 2026年3月 1 1

27 230 交野市 総務課 1 2 1 1 交野市男女共同参画推進条例 2014年4月1日 2014年4月1日 第３次交野市男女共同参画計画 2023年4月 ～ 2033年3月 1 1

27 231 大阪狭山市
市民生活部広報広聴・人
権啓発グループ

1 2 1 1 大阪狭山市男女共同参画推進条例 2006年12月22日 2007年4月1日
第４期大阪狭山市男女共同参画推進プラ
ン

2024年4月1日 ～ 2034年3月31日 1 1

27 232 阪南市 人権推進課 1 2 1 1 阪南市男女共同参画推進条例 2014年3月27日 2014年4月1日 阪南市男女共同参画プラン 2017年4月 ～ 2027年3月 1 1

27 301 島本町 人権文化センター 1 2 1 1 4
しまもとスマイルプラン～第3期島本町男女
共同参画社会をめざす計画～

2024年4月 ～ 2034年3月 1 1

27 321 豊能町 生活福祉部　住民人権課 1 2 2 2 4 第３次　豊能町男女共同参画プラン 2024年4月1日 ～ 2034年3月31日 1 1

27 322 能勢町 総務部総務課 1 2 1 1 4 第2次男女共同参画プラン 2016年4月1日 ～ 2026年3月31日 2 1

27 341 忠岡町 産業住民部住民人権課 1 2 1 1 忠岡町男女共同参画推進条例 2013年3月4日 2013年4月1日 第2次忠岡町男女共同参画計画 2021年4月 ～ 2031年3月 1 1

27 361 熊取町 人権・女性活躍推進課 1 2 1 1 熊取町男女共同参画推進条例 2013年3月29日 2013年4月1日 熊取町第３次男女共同参画プラン 2023年4月1日 ～ 2033年3月31日 1 1

27 362 田尻町
総務部企画人権課
人権・男女共生室

1 2 1 1 田尻町男女共同参画推進条例 2005年3月24日 2005年4月1日 第3次田尻町男女共同参画プラン 2025年4月1日 ～ 2035年3月31日 1 1

27 366 岬町 人権推進課 1 2 2 1 岬町男女共同参画推進条例 2013年3月27日 2013年4月1日 第3次岬町男女共同参画プラン 2023年4月1日 ～ 2033年3月31日 1 1

27 381 太子町 政策総務部　住民人権課 1 2 1 1 太子町男女共同参画推進条例 2013年12月27日 2014年4月1日
第2次太子町男女共同参画推進計画
（改訂版）

2020年4月1日 ～ 2030年3月31日 1 1

27 382 河南町 人権男女共同社会室 1 2 1 1 河南町男女共同参画推進条例 2013年3月13日 2013年4月1日
かなんジェンダー平等推進プラン
（２０２３から２０３２）

2023年4月1日 ～ 2032年3月31日 1 1

27 383 千早赤阪村 民生部住民課 1 2 1 1 千早赤阪村男女共同参画推進条例 2016年3月23日 2016年4月1日 第2期千早赤阪村男女共同参画推進計画 2016年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画 現在の状況
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係 １　策定予定有
２　教育委員会 2　無 １　2025年度中（2026年3月末）までの制定を目途に検討中１　一体 2　策定予定無

２　2026年度以降の制定を目途に検討中 2　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他 計画の策定方法（総合計画の一部として策定している場合、「問4－2 計画名称」は括弧書きで表記）
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 4　検討していない １　単独計画として策定
２　１ではない 2　無 2　総合計画の一部として策定

市町村４－１
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市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

30 3 27 18 12 1 16 8 5

27 100 大阪市 大阪市立男女共同参画センター中央館 クレオ大阪中央 543-0002 大阪市天王寺区上汐5-6-25 06-6770-7200 06-6770-7705
https://creo-
osaka.or.jp/chuou/

○ ○ ○

27 100 大阪市
大阪市立男女共同参画センター子育て活動
支援館

クレオ大阪子育て館 530-0041 大阪市北区天神橋6-4-20 06-6354-0106 06-6354-0277
https://creo-
osaka.or.jp/north

○ ○ ○

27 100 大阪市 大阪市立男女共同参画センター西部館 クレオ大阪西 554-0012 大阪市此花区西九条6-1-20 06-6460-7800 06-6460-9630
https://creo-
osaka.or.jp/west/

○ ○ ○

27 100 大阪市 大阪市立男女共同参画センター南部館 クレオ大阪南 547-0026 大阪市平野区喜連西6-2-33 06-6705-1100 06-6705-1140
https://creo-
osaka.or.jp/south/

○ ○

27 100 大阪市 大阪市立男女共同参画センター東部館 クレオ大阪東 536-0014 大阪市城東区鴫野西2-1-21 06-6965-1200 06-6965-1500
https://creo-
osaka.or.jp/east/

○ ○ ○

27 140 堺市 堺市男女共同参画交流の広場 599-8123 大阪府堺市東区北野田1077アミナス北野田3階 072-236-8266 072-236-8277

https://www.city.sakai.lg.jp/
shisei/jinken/danjokyodosa
nkaku/sodan_koryu/kyodos
ankakuhiroba.html

○ ○ ○

27 140 堺市 堺市立男女共同参画センター コクリコさかい 590-0955  大阪府堺市堺区宿院町東4丁1-27 072-223-9153 072-223-7685
https://www.city.sakai.lg.jp/
yoyakuanai/bunrui/bunka/ji
nken/danjocenter.html

○ ○ ○

27 202 岸和田市 岸和田市立男女共同参画センター 596-0042 大阪府岸和田市加守町４丁目６番18号 072-441-2535 072-441-2536
https://www.city.kishiwada.
osaka.jp/soshiki/20/

○ ○ ○

27 203 豊中市 とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ すてっぷ 560ｰ0026 大阪府豊中市玉井町1-1-1-501 06-6844-9772 06-6844-9706 https://toyonaka-step.jp ○ ○ ○

27 204 池田市 池田市ダイバーシティセンター 563-0032 大阪府池田市石橋1-23-6　ツナガリエ石橋5階 072-768-8020 072-735-7589

https://www.city.ikeda.osak
a.jp/soshiki/siminseikatsu/ji
nkenbunka/diversity/index.
html

○ ○ ○

27 205 吹田市 吹田市立男女共同参画センター デュオ 564-0072 大阪府吹田市出口町2番1号 06-6388-1451 06-6385-5411
https://www.city.suita.osak
a.jp/kurashi/1018573/1018
587/index.html

○ ○ ○

27 206 泉大津市 いずみおおつ男女共同参画交流サロン にんじんサロン 595-0025 大阪府泉大津市旭町22-45　テクスピア大阪5階 0725-21-6555 0725-24-9017 https://ninjinsalon.org/ ○ ○ ○

27 207 高槻市 高槻市立男女共同参画センター 569-0804 高槻市紺屋町1-2 072-685-3725 072-686-2455
https://www.city.takatsuki.
osaka.jp/life/1/12/57/

○ ○ ○

27 208 貝塚市

27 209 守口市

27 210 枚方市 枚方市男女共生フロア・ウィル ウィル 573-0032 枚方市岡東町19番1号　ステーションヒル枚方　6階 072-843-5636 072-843-5637
https://www.city.hirakata.o
saka.jp/0000010792.html

○ ○ ○
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27 211 茨木市 茨木市立男女共生センター ローズWAM 5670882 大阪府茨木市元町４番７号 072-620-9920 072-620-9921
https://www.city.ibaraki.osa
ka.jp/kikou/shimin/wam/ind
ex.html

○ ○ ○

27 212 八尾市 八尾市男女共同参画センター すみれ 581-0003  八尾市本町2-4-10 八尾市立社会福祉会館2階 072-923-4940 072-923-4940 https://yao-sumire.com/ ○ ○ ○ ○

27 213 泉佐野市 いずみさの女性センター なし 598-0005
大阪府泉佐野市市場東1丁目2-1レイクアルスタープラザ・カワサ
キ生涯学習センター内

072-469-7125 072-469-7125

https://www.city.izumisano.
lg.jp/kakuka/kyoudou/jinke
n/menu/ladyscenter/index.
html

○ ○ ○

27 214 富田林市 富田林市男女共同参画センター ウィズ 5840024 富田林市若松町1-7-1（多文化共生・人権プラザ） 0721-23-0030 0721-26-3612
https://www.city.tondabaya
shi.lg.jp/soshiki/19/2108.ht
ml

○ ○ ○

27 215 寝屋川市 寝屋川市立男女共同参画推進センター ふらっと ねやがわ 572-0042
 大阪府寝屋川市東大利町２番14号市立産業振興センター（にぎ
わい創造館）５階

072‐800‐5789 072‐800‐5489

https://www.city.neyagawa.
osaka.jp/organization_list/ki
kikanri/suishincenter/index.
html

○ ○ ○

27 216 河内長野市 河内長野市男女共同参画センター 586-0025 大阪府河内長野市昭栄町7‐1 0721-54-0003
https://www.city.kawachina
gano.lg.jp/life/2/12/74/

○ ○ ○

27 217 松原市 松原市男女共同参画センター はーとビュー 580-0023 松原市南新町2丁目141-1 072-332-5705 072-332-5710
https://www.city.matsubara
.lg.jp/soshiki/heart_view/

○ ○ ○

27 218 大東市
大東市立生涯学習センター「アクロス」内　男
女共同参画ルーム

アクロス 574-00３6 大東市末広町1-301　ローレルスクエア住道サンタワー内 728696505 728701405 https:/www.daito-across.jp ○ ○ ○

27 219 和泉市 和泉市男女共同参画センター モアいずみ 594-0041 和泉市いぶき野五丁目４番７号 0725-57-6640 0725-57-6643

https://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/kakukano/soumu
bu/kyoudosankaku/gyoumu
/moaizumi/center_osirase.h
tml

○ ○ ○

27 220 箕面市 箕面市男女協働参画ルーム 562-0015  大阪府箕面市稲1丁目14-5 072-724-6943 072-725-8360
https://www.city.minoh.lg.jp
/jinken/danjokyodosankaku_
room.html

○ ○ ○

27 221 柏原市 柏原市立男女共同参画センター フローラルセンター 582-0007 大阪府柏原市上市1丁目2番2号 アゼリア柏原6階 072-972-0072 072-973-9571
https://www.city.kashiwara.
lg.jp/

○ ○ ○

27 222 羽曳野市

27 223 門真市 門真市女性サポートステーション WESS 571-0030
大阪府門真市末広町41番２号　そよら古川橋駅前店3階　くらしの
相談窓口内

06-6900-8550

https://www.city.kadoma.os
aka.jp/shisei/shisetsushoka
i/kurashi_sodan/7/5613.htm
l

○ ○ ○

27 224 摂津市 摂津市立男女共同参画センター ウィズせっつ 566-0021 摂津市南千里丘5-35 コミュニティプラザ内 06-4860-7112 06-4860-7113 http://www.with-settsu.jp ○ ○ ○

27 225 高石市

市町村４－２
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男女共同参画・女性のための総合的な施設(２０２５年４月１日現在で開設済の施設)都
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事業運営

問６－３
施設
形態

問６－５　管理・運営主体問６－４　所在地等

施設管理

愛称・通称

問６－１

郵便番号

27 226 藤井寺市 男女共同参画ルーム 583-0035 大阪府藤井寺市北岡1-2-3　市民総合会館本館3F 072-939-7020

https://www.city.fujiidera.lg.
jp/soshiki/shiminseikatsu/k
youdoujinken/danjokyodosa
nkaku/room.html

○ ○ ○

27 227 東大阪市 東大阪市立男女共同参画センター イコーラム 578-0941 東大阪市岩田町4-3-22-600 072-960-9201 072-960-9207 https://www.ikoramu.com/ ○ ○ ○

27 228 泉南市

27 229 四條畷市

27 230 交野市

27 231 大阪狭山市 大阪狭山市男女共同参画推進センター きらっとぴあ 589-0005 大阪狭山市狭山１丁目８６２－５ 072-247-7047 072-247-7047
https://os-
gender.jimdofree.com/

○ ○ ○

27 232 阪南市

27 301 島本町

27 321 豊能町

27 322 能勢町

27 341 忠岡町

27 361 熊取町

27 362 田尻町

27 366 岬町

27 381 太子町

27 382 河南町

27 383 千早赤阪村

市町村４－２



調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 大阪府

問１７

設置根拠
条例

設置根拠
2 条例以外

自治体または施設
（両方を含む）と

NWECとの
業務上の関わり

常勤
(雇用（任用）

期間の定めが
ない職員）

非常勤
（雇用（任用）
期間の定めが

ある職員）

１
連
携
・
協
働

2
広
報
啓
発

3
講
座

4
相
談
事
業

5
実
態
把
握

6
調
査
研
究

７
国
際
交
流

8
情
報
収
集

9
苦
情
処
理

その他

30 22 26 20 28 28 24 0 10 6 25 2

27 100 大阪市
大阪市立男女共同参画センター中央
館

2001年8月31日 ○ ○ 34 26 263,320 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 100 大阪市
大阪市立男女共同参画センター子育
て活動支援館

1999年10月7日 ○ ○ 17 9 134,772 ○ ○ ○ ○ ○
一時保育事業の実施

27 100 大阪市
大阪市立男女共同参画センター西部
館

1994年9月1日 ○ ○ 15 2 133,674 ○ ○ ○ ○ ○
一時保育事業の実施

27 100 大阪市
大阪市立男女共同参画センター南部
館

1996年1月1日 ○ ○ 5 13 57,442 ○ ○ ○ ○ ○
ＩＣＴを活用した情報収集・提供、情報・図書コー
ナー

27 100 大阪市
大阪市立男女共同参画センター東部
館

1998年2月1日 ○ ○ 6 4 ○ ○ ○ ○ ○
一時保育事業の実施

27 140 堺市 堺市男女共同参画交流の広場 2000年10月11日 ○ ○ 0 20 7,280 ○ ○ ○
男女共同参画に関する市民グループの活動の
場の提供

27 140 堺市 堺市立男女共同参画センター 1980年9月1日 ○ ○ 7 26 81,520 ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 202 岸和田市 岸和田市立男女共同参画センター 1989年11月1日 ○ ○ 5 7 9,665 ○ ○ ○ ○
〈交流促進〉交流の活動発表の場として大宮地
区公民館と合同まつりを実施

27 203 豊中市
とよなか男女共同参画推進センターす
てっぷ

2000年11月17日 ○ 9 9 57,191 ○ ○ ○ ○ ○
男女共同参画推進に関する会議・研修・催し物
へのセンター施設提供事業

27 204 池田市 池田市ダイバーシティセンター 2022年4月1日 ○ 2 6 8,787 ○ ○ ○ ○

27 205 吹田市 吹田市立男女共同参画センター 1987年6月1日 ○ 6 9 111,602 ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 206 泉大津市
いずみおおつ男女共同参画交流サロ
ン

2006年10月1日 ○ ○ 2 4,802 ○ ○ ○ ○

27 207 高槻市 高槻市立男女共同参画センター 1996年6月1日 ○ ○ 2 4 5,201 ○ ○ ○ ○ ○
登録団体支援

27 208 貝塚市

27 209 守口市

27 210 枚方市 枚方市男女共生フロア・ウィル 1992年11月25日 ○ ○ 15 11 13,364 ○ ○ ○ ○ ○

27 211 茨木市 茨木市立男女共生センター 2000年4月1日 ○ ○ 6 10 71,459 ○ ○ ○ ○ ○

27 212 八尾市 八尾市男女共同参画センター 2006年10月2日
八尾市男女共同参画センター設置要
綱

○ 1 7 13,634 ○ ○ ○ ○
ＰＣレッスン、職業興味・性格検査、すみれカ
フェ

27 213 泉佐野市 いずみさの女性センター 1997年5月16日 いずみさの女性センタ－要綱 0 0 3,101 ○ ○ ○ ○ ○

27 214 富田林市 富田林市男女共同参画センター 2000年9月1日
富田林市男女共同参画センターウィズ
設置要綱

○ 1 92 ○ ○ ○ ○ ○

27 215 寝屋川市
寝屋川市立男女共同参画推進セン
ター

2001年11月24日 ○ ○ 6 5 5,084 ○ ○ ○ ○
男女共同参画推進センターの登録団体で構成
する「ふらっと　ねやがわ連絡会」の組織化

27 216 河内長野市 河内長野市男女共同参画センター 2002年7月9日 ○ 0 0 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○
講演会・映画上映会の開催

27 217 松原市 松原市男女共同参画センター 2014年4月1日 ○ 8 1 3,155 ○ ○ ○ ○

27 218 大東市
大東市立生涯学習センター「アクロス」
内　男女共同参画ルーム

2006年4月1日 1 0 1,975 ○ ○ ○ ○

男女共同参画推進を目的とした映画上映会

27 219 和泉市 和泉市男女共同参画センター 2003年4月27日 ○ ○ 10 25,415 ○ ○ ○ ○ ○
男女共同参画推進事業(オアシス)助成金事業

問６－８　主　　　　な　　　　事　　　　業
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問６－２　設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２５年４月１日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

問６－７
予算額
（千円）

問６－１　名　　称

問１６
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問６－２　設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２５年４月１日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

問６－７
予算額
（千円）

問６－１　名　　称

問１６

27 220 箕面市 箕面市男女協働参画ルーム 1996年4月1日 ○ 6 2,623 ○ ○ ○ ○

27 221 柏原市 柏原市立男女共同参画センター 1995年11月24日 ○ 2 8 43,433 ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 222 羽曳野市

27 223 門真市 門真市女性サポートステーション 2015年10月9日

女性が、仕事と家庭地域活動などの両
立、また、あらゆる分野に積極的に参
画できるよう、活躍を支援するための拠
点として設置しているもの

○ 4 2 18,508 ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 224 摂津市 摂津市立男女共同参画センター 1998年4月1日 ○ 1 7 4,680 ○ ○ ○ ○

27 225 高石市 ○

27 226 藤井寺市 男女共同参画ルーム 2002年11月1日 不明 ○ 1 ○ 自主活動のためのスペース提供

27 227 東大阪市 東大阪市立男女共同参画センター 2003年4月14日 ○ ○ 6 13 38,330 ○ ○ ○ ○ ○ ○
利用者への一時保育の提供、中高生への自習
室の開放

27 228 泉南市 ○

27 229 四條畷市

27 230 交野市

27 231 大阪狭山市
大阪狭山市男女共同参画推進セン
ター

2008年9月1日
大阪狭山市男女共同参画推進セン
ター事業実施要綱

○ 0 6 5,940 ○ ○ ○ ○ ○

27 232 阪南市

27 301 島本町 ○

27 321 豊能町

27 322 能勢町

27 341 忠岡町

27 361 熊取町 ○

27 362 田尻町

27 366 岬町

27 381 太子町 ○

27 382 河南町

27 383 千早赤阪村

市町村４－２ (2)



調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち
宣

言

年

月

日

宣　　言　　名　　称

宣

言

の

形

態

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

5 33 2 6.1 54 2 3.7 10 1 10.0 10 0 0.0 7,291 1,445 19.8

27 100 大阪市 1 0 0.0 3 0 0.0

27 140 堺市 1995年1月21日 女と男がいきるのやSAKAI宣言 4 1 0 0.0 3 0 0.0

27 202 岸和田市 1 0 0.0 2 0 0.0 145 11 7.6

27 203 豊中市 2018年7月2日 イクボス宣言 1 1 0 0.0 2 0 0.0 457 87 19.0

27 204 池田市 1 1 100.0 2 0 0.0

27 205 吹田市 1 0 0.0 2 0 0.0 557 131 23.5

27 206 泉大津市 1 0 0.0 1 0 0.0 77 7 9.1

27 207 高槻市 1 0 0.0 2 0 0.0 1032 291 28.2

27 208 貝塚市 1 0 0.0 2 1 50.0 101 9 8.9

27 209 守口市 1 0 0.0 0 0 169 31 18.3

27 210 枚方市 1 0 0.0 2 0 0.0 512 108 21.1

27 211 茨木市 1 0 0.0 2 0 0.0 490 125 25.5

27 212 八尾市 1 0 0.0 2 0 0.0 741 200 27.0

27 213 泉佐野市 1 0 0.0 2 0 0.0 82 9 11.0

27 214 富田林市 1 0 0.0 2 0 0.0 217 40 18.4

27 215 寝屋川市 1 0 0.0 2 0 0.0 200 31 15.5

27 216 河内長野市 1 0 0.0 1 0 0.0 380 76 20.0

27 217 松原市 1 0 0.0 2 1 50.0

27 218 大東市 1 1 100.0 1 0 0.0 51 1 2.0

27 219 和泉市 1 0 0.0 2 0 0.0 199 24 12.1

27 220 箕面市 1 0 0.0 2 0 0.0 325 100 30.8

27 221 柏原市 1 0 0.0 1 0 0.0 115 3 2.6

27 222 羽曳野市 1 0 0.0 1 0 0.0 194 46 23.7

27 223 門真市 1 0 0.0 2 0 0.0 113 14 12.4

27 224 摂津市 1 0 0.0 1 0 0.0 93 12 12.9

27 225 高石市 1 0 0.0 1 0 0.0 51 10 19.6

27 226 藤井寺市 1 0 0.0 1 0 0.0 45 2 4.4

27 227 東大阪市 1 0 0.0 1 0 0.0 392 24 6.1

27 228 泉南市 2012年12月19日 泉南市男女平等参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 33 1 3.0

27 229 四條畷市 2011年3月20日 男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 30 5 16.7

27 230 交野市 1 0 0.0 2 0 0.0 23 1 4.3

27 231 大阪狭山市 2014年4月30日 大阪狭山市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 2 0 0.0 82 16 19.5

27 232 阪南市 1 0 0.0 1 0 0.0 60 6 10.0

27 301 島本町 1 0 0.0 1 0 0.0 50 6 12.0

27 321 豊能町 1 0 0.0 1 0 0.0 14 0 0.0

27 322 能勢町 1 0 0.0 1 0 0.0 44 0 0.0

27 341 忠岡町 1 1 100.0 0 0 21 0 0.0

27 361 熊取町 1 0 0.0 1 0 0.0 39 8 20.5

27 362 田尻町 1 0 0.0 1 0 0.0 3 0 0.0

27 366 岬町 1 0 0.0 2 0 0.0 61 3 4.9

27 381 太子町 1 0 0.0 1 0 0.0 47 6 12.8
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村

長

数

女
性
比
率

（％）

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 問５　首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況　（２０２５年７月１日現在）

女
性
比
率

（％）

副

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

自

治

会

長

数

副

市

区

長

数

問７－1

27 382 河南町 1 0 0.0 1 0 0.0 33 1 3.0

27 383 千早赤阪村 1 0 0.0 1 0 0.0 13 0 0.0

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他

市町村４－３
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調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 その他

女理 女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

女
性
委
員
数

女
性
委
員
数

2,048 1,786 26,247 8,546 32.6 1,806 1,640 23,795 7,549 31.7 247 161 1,399 274 19.6 1,374 183 13.3 1,417 184 13.0

小計 1,803 1,637 23,695 7,518 31.7 245 159 1,393 272 19.5

27 100 大阪市 40.0 2026年3月 102 99 2,923 1,063 36.4 法令または条例等により設置されている審議会等（附属機関）及び懇
談会等行政運営上の会合

76 74 2,338 837 35.8 5 2 28 11 39.3 46 10 21.7 47 10 21.3 1 1 1

27 140 堺市 45.0 2027年3月 76 75 1,315 592 45.0
地方自治法第138条の4第3項に基づき設置されている審議会等、そ
の他法律・条令・規則に基づき設置される付属機関 76 75 1,315 592 45.0 6 6 61 10 16.4 58 23 39.7 59 23 39.0 1 1 1

27 202 岸和田市
2026年3月ま
でに40～
60％

39 35 542 195 36.0

全て

39 35 542 195 36.0 6 4 30 5 16.7 29 2 6.9 30 2 6.7 1 1 1

27 203 豊中市 2027年3月
40%以上60%
以下

83 82 943 333 35.3
行政委員会、付属機関、その他の会議

71 70 845 291 34.4 6 6 34 13 38.2 43 4 9.3 44 4 9.1 1 1 1

27 204 池田市 40.0 2034年3月 68 13 747 198 26.5

1法律又は政令により設置されている審議会等　2法律により設置さ
れている委員会等　3.条例により設置されている審議会等

60 50 629 168 26.7 6 3 33 3 9.1 40 2 5.0 41 3 7.3 1 1 1

27 205 吹田市
2025年度ま
でに40%～
60%

102 97 1,297 414 31.9

法令又は条例を根拠に設置する附属機関及び設置要領等により設
置するもの 68 63 1,007 295 29.3 6 4 35 7 20.0 35 5 14.3 36 5 13.9 2 2024年7月1日 2 2024年7月1日 2 2024年7月1日

27 206 泉大津市 40.0 2026年3月 53 46 638 210 32.9

法律により設置されている委員会等、法律に基づいて設置されている
委員・相談員、規則・要綱等に基づいて設置されている機関 31 29 324 99 30.9 6 3 32 5 15.6 33 4 12.1 34 4 11.8 1 1 1

27 207 高槻市

西暦2033年3
月　までに
40％以上
60％以下

56 54 902 279 30.9

地方自治法（第202条の3）に該当する審議会等

56 54 902 279 30.9 6 4 39 6 15.4 37 4 10.8 38 4 10.5 2 2025年5月1日 2 2025年5月1日 1

27 208 貝塚市 35.0 2033年3月 46 40 619 168 27.1 法令または条例を根拠に設置している審議会等 40 37 583 164 28.1 6 3 36 4 11.1 41 7 17.1 42 7 16.7 2 2023年4月1日 1 1
27 209 守口市 0 0 0 0 41 35 469 131 27.9 6 5 31 10 32.3 32 8 25.0 33 8 24.2 1 1 1

27 210 枚方市 100.0 2026年3月

女性委員比
率35%以上の
審議会を
100%にする

115 109 1,124 422 37.5

法律・政令・条例・規則または要綱により設置されている審議会等。 
ただし、基準日に委嘱している委員が0人のもの、専門委員、分科会、
部会は含まない。 76 70 870 324 37.2 6 5 36 6 16.7 39 5 12.8 40 5 12.5 1 1 1

27 211 茨木市 40.0 2028年3月 59 57 771 255 33.1 59 57 771 255 33.1 6 5 32 10 31.3 35 3 8.6 36 3 8.3 1 1 1
27 212 八尾市 40.0 2027年3月 130 85 1,368 478 34.9 市長等の附属機関及び協議会等 70 66 961 322 33.5 6 5 33 7 21.2 53 4 7.5 54 4 7.4 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日

27 213 泉佐野市 30.0 2032年3月 29 23 344 68 19.8 15 12 136 33 24.3 0 0 0 0 0.0 22 3 13.6 23 3 13.0 1 1 1

27 214 富田林市 40.0 2027年4月 77 75 916 335 36.6
法令又は条例、規則、規程、要綱により設置されている審議会等

73 71 880 329 37.4 5 4 36 6 16.7 34 7 20.6 35 7 20.0 1 1 1

27 215 寝屋川市

寝屋川市審
議会等の設
置、運営及び
公開に関す
る指針では
期限を定め
ることなく目
標値を40％
以上としてい
る。

42 38 385 120 31.2

全審議会等

42 38 385 120 31.2 6 2 35 9 25.7 19 3 15.8 20 3 15.0 1 1 1

27 216 河内長野市 40.0 2028年3月 71 65 885 273 30.8 71 65 871 271 31.1 5 4 27 6 22.2 10 1 10.0 11 1 9.1 1 1 1

27 217 松原市 40.0 2029年3月 32 29 559 144 25.8 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等 32 29 559 144 25.8 6 3 30 4 13.3 34 3 8.8 35 3 8.6 1 1 1

27 218 大東市 40.0 2028年4月 46 39 539 118 21.9 46 39 539 118 21.9 6 3 37 6 16.2 30 3 10.0 31 3 9.7 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日 1

27 219 和泉市 40.0 2027年3月 45 43 493 162 32.9 審議会等（地方自治法第202条の3）への女性委員の参画率 45 43 493 162 32.9 6 4 43 6 14.0 39 6 15.4 40 6 15.0 1 1 1

27 220 箕面市
西暦2031年3
月までに
40％

62 51 844 322 38.2

行政委員会、附属機関、その他の機関

36 32 410 129 31.5 6 2 38 5 13.2 25 2 8.0 26 2 7.7 1 1 1

27 221 柏原市 35.0 2034年3月 47 41 527 128 24.3 法令または政令により設置されている審議会等 41 37 496 123 24.8 6 4 34 6 17.6 39 5 12.8 40 5 12.5 1 1 1

27 222 羽曳野市 33.0 2028年3月

目標項目は
２つあり、女
性委員の割
合33％、女性
委員のいな
い審議会の
割合30％と
定めている。

47 38 534 147 27.5

地方自治法（第202条の３）に基づき設置された審議会

47 38 534 147 27.5 6 3 30 3 10.0 24 2 8.3 25 2 8.0 1 1 1

27 223 門真市 2033年3月
40％以上、
60％以下

38 32 385 104 27.0
地方自治法第180条の5・第202条の３

38 32 385 104 27.0 6 4 26 5 19.2 22 3 13.6 23 3 13.0 1 1 1

27 224 摂津市 40.0 2027年3月 43 39 476 165 34.7 37 35 443 159 35.9 6 4 33 6 18.2 31 3 9.7 32 3 9.4 1 1 1
27 225 高石市 35.0 2027年3月 30 28 355 100 28.2 30 28 355 100 28.2 6 5 29 8 27.6 34 2 5.9 35 2 5.7 1 1 1

その他

調査時点コード

その他

問８－２　目標設定の対象である審議会等の範囲

総
委
員
数

問９　地方自治法（第202条の３）に
基づく審議会等における登用状況

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問８
目標設定の
対象である
審議会等の
目標及び
現状値

その他

問９
地方自治法
（第202条の３）
に基づく審議会
等における
登用状況

問１０
地方自治法
(第180条の５）
に基づく委員会
等におけ
る登用状況

2025年4月1日調査時点コード

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

総
委
員
数

市

区

町

村

名

目
標
値

（％）

目
標
達
成
期
限

審
議
会
等
数

問８－２

女
性
比
率

（％）

目
標
値

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値

問８－１

総
委
員
数

（再掲）
市町村防災会議

(会長を含む)

問９－１

大阪府

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に
基づく委員会等における登用状況

委
員
会
等
数

（再掲）
市町村防災会議

(委員のみ）

市町村４－４



女理 女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

女
性
委
員
数

女
性
委
員
数

その他

調査時点コード

その他

問８－２　目標設定の対象である審議会等の範囲

総
委
員
数

問９　地方自治法（第202条の３）に
基づく審議会等における登用状況

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問８
目標設定の
対象である
審議会等の
目標及び
現状値

その他

問９
地方自治法
（第202条の３）
に基づく審議会
等における
登用状況

問１０
地方自治法
(第180条の５）
に基づく委員会
等におけ
る登用状況

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

総
委
員
数

市

区

町

村

名

目
標
値

（％）

目
標
達
成
期
限

審
議
会
等
数

問８－２

女
性
比
率

（％）

目
標
値

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値

問８－１

総
委
員
数

（再掲）
市町村防災会議

(会長を含む)

問９－１

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に
基づく委員会等における登用状況

委
員
会
等
数

（再掲）
市町村防災会議

(委員のみ）

27 226 藤井寺市 35.0 2026年3月 45 38 430 129 30.0 地方自治法第180条の5及び第202条の3に基づく審議会等 37 33 391 120 30.7 6 4 39 9 23.1 28 2 7.1 29 2 6.9 1 1 1

27 227 東大阪市 40.0 2031年3月 78 73 1,087 354 32.6
(1)行政委員会 (2)付属機関 (3)(1)(2)以外に規則､規程又は要綱等に
より設置している委員会､協議会等 69 66 1,019 333 32.7 6 4 36 5 13.9 56 9 16.1 57 9 15.8 1 1 1

27 228 泉南市 2032年3月
40％以上
60％以下

31 29 325 95 29.2

地方自治法第180の5 
地方自治法第202の3 
要綱等により設置されている会議等

22 21 255 80 31.4 6 5 36 8 22.2 33 5 15.2 34 5 14.7 1 1 1

27 229 四條畷市 50.0 2026年3月 41 38 423 145 34.3 地方自治法２０２条の３ 41 38 423 145 34.3 6 4 30 6 20.0 23 3 13.0 24 3 12.5 2 2025年1月1日 2 2025年1月1日 2 2025年1月1日

27 230 交野市 30.0 2033年3月 20 20 322 113 35.1 20 20 322 113 35.1 6 5 36 10 27.8 28 3 10.7 29 3 10.3 1 1 1

27 231 大阪狭山市 2034年3月
40％以上
60％以下

49 46 572 146 25.5 48 45 567 145 25.6 5 3 30 5 16.7 23 3 13.0 24 3 12.5 2 2024年4月1日 2 2024年4月1日 2 2024年4月1日

27 232 阪南市

2027年3月ま
でに40％以
上60％以下
（委員会等は
20.5％）をめ
ざしていま
す。

28 26 310 113 36.5

地方自治法第１３８条の４第３項・２０２条の３を根拠とし、条例等にて
規定している審議会等

16 14 142 55 38.7 6 3 34 5 14.7 37 4 10.8 38 4 10.5 1 1 1

27 301 島本町 2033年0月
40％以上
60％未満

43 37 491 165 33.6 27 24 284 86 30.3 6 4 30 7 23.3 30 4 13.3 31 4 12.9 1 1 1

27 321 豊能町

2034年3月ま
でに40%以上
60%以下（男
女いずれか
が40%未満と
ならない状
態）

1 1 6 3 50.0

人権問題審議会

24 15 242 41 16.9 6 3 32 5 15.6 26 0 0.0 27 0 0.0 1 1 1

27 322 能勢町 31 22 271 70 25.8

・法律により設置されているもの 
・条例、規則等により設置されているもの 
・要綱等により設置されているもの

23 17 221 55 24.9 6 3 28 4 14.3 18 1 5.6 19 1 5.3 1 1 1

27 341 忠岡町 0 0 0 0 13 12 203 43 21.2 6 4 25 5 20.0 29 4 13.8 30 4 13.3 1 1 1

27 361 熊取町 2033年3月
40％以上
60％以下

52 52 605 169 27.9
法令、政令、条例、規則、要綱により設置されているもの。

39 35 480 135 28.1 6 5 32 8 25.0 40 7 17.5 41 7 17.1 1 1 1

27 362 田尻町 40.0 2035年3月 27 19 211 44 20.9 27 19 211 44 20.9 6 4 29 6 20.7 24 2 8.3 25 2 8.0 1 1 1

27 366 岬町 40.0 2032年4月 9 8 134 40 29.9 9 8 134 40 29.9 6 3 32 6 18.8 37 6 16.2 38 6 15.8 1 1 1

27 381 太子町 50.0 2029年4月 22 15 254 66 26.0 22 15 254 66 26.0 5 2 31 6 19.4 20 3 15.0 21 3 14.3 1 1 1

27 382 河南町 35.0 2032年3月 33 29 375 101 26.9 法令又は条例を根拠に設置されている審議会等 33 29 375 101 26.9 5 3 27 5 18.5 19 2 10.5 20 2 10.0 1 1 1

27 383 千早赤阪村 0 0 0 0 17 12 130 25 22.3 5 3 28 5 17.9 19 1 5.3 20 1 5.0 1 1 1

市町村４－４



調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　女理 　女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

3 3 100 31 31.0 2 2 6 2 33.3

大阪市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

堺市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

岸和田市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

豊中市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

池田市 2 2 85 27 31.8 0 0 0 0 0.0

吹田市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

泉大津市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

高槻市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

貝塚市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

守口市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

枚方市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

茨木市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

八尾市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

泉佐野市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

富田林市 1 1 15 4 26.7 1 1 3 1 33.3

寝屋川市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

河内長野市 0 0 0 0 0.0 1 1 3 1 33.3

松原市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

大東市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

和泉市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

箕面市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

柏原市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

羽曳野市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

門真市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

摂津市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

高石市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

藤井寺市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

東大阪市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

泉南市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

四條畷市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

交野市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

大阪狭山市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

総
委
員
数

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に
基づく委員会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

委
員
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

大阪府

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
問９　地方自治法（第202条の３）に
基づく審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

市町村４－４ (2)



　女理 　女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

総
委
員
数

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に
基づく委員会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

委
員
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
問９　地方自治法（第202条の３）に
基づく審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

阪南市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

島本町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

豊能町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

能勢町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

忠岡町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

熊取町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

田尻町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

岬町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

太子町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

河南町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

千早赤阪村 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

市町村４－４ (2)



調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）

1 2

うち

うち うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

6,506 1,304 20.0 4,594 785 17.1 966 141 14.6 727 100 13.8 1,081 174 16.1 802 122 15.2 4,459 989 22.2 3,065 563 18.4 6,362 1,833 28.8 3,969 934 23.5 13,008 4,606 35.4 7,873 2,467 31.3 400 76 19.0 149 13 8.7

27 100 大阪市 1,349 275 20.4 1,106 217 19.6 92 18 19.6 85 16 18.8 266 44 16.5 220 36 16.4 991 213 21.5 801 165 20.6 1,309 282 21.5 1,012 208 20.6 4,458 1,441 32.3 3,158 955 30.2 1 49 7 14.3 36 3 8.3 1

27 140 堺市 582 133 22.9 391 81 20.7 132 38 28.8 104 31 29.8 0 0 0.0 0 0 0.0 450 95 21.1 287 50 17.4 573 112 19.5 331 53 16.0 1,124 354 31.5 651 209 32.1 1 16 5 31.3 4 1 25.0 1

27 202 岸和田市 166 41 24.7 115 19 16.5 31 5 16.1 22 4 18.2 0 0 0.0 0 0 0.0 135 36 26.7 93 15 16.1 389 156 40.1 173 50 28.9 223 115 51.6 70 19 27.1 1 8 2 25.0 3 0 0.0 1

27 203 豊中市 337 86 25.5 164 27 16.5 63 14 22.2 16 3 18.8 45 9 20.0 25 3 12.0 229 63 27.5 123 21 17.1 381 130 34.1 156 42 26.9 1,143 560 49.0 448 180 40.2 1 10 2 20.0 0 0 0.0 1

27 204 池田市 106 17 16.0 70 11 15.7 13 0 0.0 9 0 0.0 18 2 11.1 13 2 15.4 75 15 20.0 48 9 18.8 90 32 35.6 47 20 42.6 113 30 26.5 61 18 29.5 1 6 0 0.0 2 0 0.0 1

27 205 吹田市 323 74 22.9 187 57 30.5 26 5 19.2 17 5 29.4 75 16 21.3 45 16 35.6 222 53 23.9 125 36 28.8 376 113 30.1 185 52 28.1 592 212 35.8 294 110 37.4 1 15 6 40.0 6 2 33.3 1

27 206 泉大津市 91 20 22.0 48 7 14.6 17 3 17.6 11 2 18.2 35 12 34.3 15 3 20.0 39 5 12.8 22 2 9.1 100 49 49.0 33 12 36.4 122 61 50.0 54 20 37.0 1 6 2 33.3 3 1 33.3 1

27 207 高槻市 175 21 12.0 137 17 12.4 16 2 12.5 14 2 14.3 45 5 11.1 37 4 10.8 114 14 12.3 86 11 12.8 246 51 20.7 162 23 14.2 375 87 23.2 224 38 17.0 1 13 3 23.1 3 0 0.0 1

27 208 貝塚市 140 31 22.1 64 14 21.9 50 10 20.0 11 2 18.2 9 2 22.2 6 1 16.7 81 19 23.5 47 11 23.4 132 49 37.1 70 18 25.7 252 84 33.3 104 34 32.7 1 6 1 16.7 3 1 33.3 1

27 209 守口市 56 3 5.4 56 3 5.4 9 0 0.0 9 0 0.0 13 0 0.0 13 0 0.0 34 3 8.8 34 3 8.8 65 14 21.5 65 14 21.5 122 41 33.6 122 41 33.6 1 7 2 28.6 2 0 0.0 1

27 210 枚方市 280 66 23.6 144 24 16.7 27 3 11.1 18 2 11.1 54 12 22.2 24 4 16.7 199 51 25.6 102 18 17.6 244 85 34.8 151 34 22.5 558 192 34.4 281 77 27.4 1 16 5 31.3 4 1 25.0 1

27 211 茨木市 152 29 19.1 106 19 17.9 18 1 5.6 14 0 0.0 30 8 26.7 22 7 31.8 104 20 19.2 70 12 17.1 177 42 23.7 113 31 27.4 165 54 32.7 89 30 33.7 1 12 2 16.7 3 0 0.0 1

27 212 八尾市 276 52 18.8 164 27 16.5 28 3 10.7 20 2 10.0 37 8 21.6 30 4 13.3 211 41 19.4 114 21 18.4 206 55 26.7 150 28 18.7 366 126 34.4 218 64 29.4 1 13 3 23.1 4 0 0.0 1

27 213 泉佐野市 111 17 15.3 95 11 11.6 55 4 7.3 50 4 8.0 0 0 0.0 0 0 0.0 56 13 23.2 45 7 15.6 59 19 32.2 41 10 24.4 125 48 38.4 81 24 29.6 1 9 1 11.1 5 0 0.0 1

27 214 富田林市 87 20 23.0 71 10 14.1 14 1 7.1 13 1 7.7 10 1 10.0 10 1 10.0 63 18 28.6 48 8 16.7 93 26 28.0 68 11 16.2 185 69 37.3 141 44 31.2 1 10 2 20.0 5 1 20.0 1

27 215 寝屋川市 118 17 14.4 112 13 11.6 22 1 4.5 21 1 4.8 38 2 5.3 37 2 5.4 58 14 24.1 54 10 18.5 10 6 60.0 10 6 60.0 171 32 18.7 170 32 18.8 1 23 5 21.7 4 0 0.0 1

27 216 河内長野市 80 13 16.3 65 11 16.9 21 1 4.8 18 1 5.6 2 0 0.0 2 0 0.0 57 12 21.1 45 10 22.2 93 30 32.3 65 21 32.3 185 73 39.5 135 57 42.2 1 9 1 11.1 4 0 0.0 1

27 217 松原市 97 9 9.3 72 8 11.1 17 0 0.0 14 0 0.0 20 3 15.0 15 2 13.3 60 6 10.0 43 6 14.0 81 28 34.6 45 16 35.6 102 24 23.5 54 11 20.4 1 8 2 25.0 2 0 0.0 1

27 218 大東市 85 13 15.3 68 7 10.3 15 2 13.3 13 2 15.4 25 4 16.0 20 4 20.0 45 7 15.6 35 1 2.9 59 10 16.9 46 7 15.2 155 59 38.1 97 28 28.9 1 7 0 0.0 3 0 0.0 1

27 219 和泉市 149 34 22.8 95 15 15.8 17 1 5.9 13 1 7.7 32 3 9.4 25 3 12.0 100 30 30.0 57 11 19.3 127 40 31.5 69 17 24.6 254 92 36.2 100 34 34.0 1 8 2 25.0 2 0 0.0 1

27 220 箕面市 138 35 25.4 75 23 30.7 14 3 21.4 10 3 30.0 25 3 12.0 13 3 23.1 99 29 29.3 52 17 32.7 115 40 34.8 40 17 42.5 234 98 41.9 84 48 57.1 1 10 1 10.0 1 0 0.0 1

27 221 柏原市 133 31 23.3 82 9 11.0 19 2 10.5 14 1 7.1 29 3 10.3 20 2 10.0 85 26 30.6 48 6 12.5 81 37 45.7 55 15 27.3 137 55 40.1 73 15 20.5 1 5 0 0.0 3 0 0.0 1

27 222 羽曳野市 89 27 30.3 65 11 16.9 18 3 16.7 13 0 0.0 3 3 100.0 2 2 100.0 68 21 30.9 50 9 18.0 251 104 41.4 178 50 28.1 60 23 38.3 49 15 30.6 1 7 1 14.3 3 1 33.3 1

27 223 門真市 80 15 18.8 63 12 19.0 10 1 10.0 8 1 12.5 13 4 30.8 11 4 36.4 57 10 17.5 44 7 15.9 106 23 21.7 75 16 21.3 221 79 35.7 95 32 33.7 1 9 1 11.1 2 0 0.0 1

27 224 摂津市 74 8 10.8 53 7 13.2 12 1 8.3 10 1 10.0 18 4 22.2 13 3 23.1 44 3 6.8 30 3 10.0 48 8 16.7 31 3 9.7 174 35 20.1 75 13 17.3 1 9 4 44.4 2 0 0.0 1

27 225 高石市 57 5 8.8 46 4 8.7 13 0 0.0 11 0 0.0 13 2 15.4 11 1 9.1 31 3 9.7 24 3 12.5 48 13 27.1 31 4 12.9 64 20 31.3 43 6 14.0 1 7 1 14.3 3 0 0.0 1

27 226 藤井寺市 73 21 28.8 48 7 14.6 9 0 0.0 8 0 0.0 16 1 6.3 16 1 6.3 48 20 41.7 24 6 25.0 71 22 31.0 47 5 10.6 46 20 43.5 31 10 32.3 1 11 1 9.1 2 0 0.0 1

27 227 東大阪市 412 61 14.8 275 35 12.7 38 4 10.5 26 4 15.4 108 11 10.2 77 7 9.1 266 46 17.3 172 24 14.0 453 131 28.9 253 73 28.9 655 300 45.8 413 178 43.1 1 12 2 16.7 5 0 0.0 1

27 228 泉南市 63 14 22.2 54 7 13.0 11 0 0.0 11 0 0.0 10 1 10.0 10 1 10.0 42 13 31.0 33 6 18.2 35 11 31.4 30 7 23.3 56 20 35.7 40 5 12.5 1 6 1 16.7 2 0 0.0 1

27 229 四條畷市 63 16 25.4 51 11 21.6 11 1 9.1 11 1 9.1 14 4 28.6 13 4 30.8 38 11 28.9 27 6 22.2 44 13 29.5 27 6 22.2 51 23 45.1 39 13 33.3 1 6 2 33.3 3 0 0.0 1

27 230 交野市 88 16 18.2 61 9 14.8 16 2 12.5 12 1 8.3 24 2 8.3 17 1 5.9 48 12 25.0 32 7 21.9 70 22 31.4 38 14 36.8 95 27 28.4 53 15 28.3 1 7 2 28.6 3 1 33.3 1

27 231 大阪狭山市 71 10 14.1 63 7 11.1 16 1 6.3 15 1 6.7 13 2 15.4 10 1 10.0 42 7 16.7 38 5 13.2 64 24 37.5 46 14 30.4 80 29 36.3 61 23 37.7 1 8 2 25.0 4 0 0.0 1

27 232 阪南市 46 5 10.9 44 4 9.1 12 1 8.3 12 1 8.3 11 1 9.1 10 0 0.0 23 3 13.0 22 3 13.6 32 14 43.8 24 9 37.5 75 28 37.3 60 16 26.7 1 6 1 16.7 2 0 0.0 1

27 301 島本町 78 10 12.8 49 3 6.1 7 1 14.3 4 0 0.0 13 1 7.7 9 0 0.0 58 8 13.8 36 3 8.3 0 0 0.0 0 0 0.0 26 6 23.1 18 4 22.2 1 4 1 25.0 2 0 0.0 1

27 321 豊能町 36 8 22.2 30 3 10.0 11 0 0.0 10 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 24 8 33.3 19 3 15.8 22 5 22.7 16 1 6.3 35 18 51.4 23 6 26.1 1 5 0 0.0 3 0 0.0 1

27 322 能勢町 22 1 4.5 21 1 4.8 3 0 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 18 1 5.6 17 1 5.9 0 0 0.0 0 0 0.0 23 3 13.0 22 2 9.1 1 2 0 0.0 1 0 0.0 1

27 341 忠岡町 30 7 23.3 19 4 21.1 6 0 0.0 5 0 0.0 7 1 14.3 4 0 0.0 17 6 35.3 10 4 40.0 19 6 31.6 7 2 28.6 21 6 28.6 12 5 41.7 1 5 1 20.0 1 1 100.0 1

27 361 熊取町 60 14 23.3 44 6 13.6 10 2 20.0 9 1 11.1 8 0 0.0 5 0 0.0 42 12 28.6 30 5 16.7 22 5 22.7 20 5 25.0 61 29 47.5 44 17 38.6 1 7 1 14.3 2 0 0.0 1

27 362 田尻町 26 3 11.5 23 1 4.3 8 1 12.5 7 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 18 2 11.1 16 1 6.3 20 5 25.0 16 4 25.0 21 7 33.3 15 3 20.0 1 5 0 0.0 1 0 0.0 1

27 366 岬町 36 9 25.0 36 9 25.0 20 4 20.0 20 4 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 16 5 31.3 16 5 31.3 7 4 57.1 7 4 57.1 32 8 25.0 32 8 25.0 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

27 381 太子町 23 7 30.4 17 5 29.4 5 1 20.0 3 1 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 18 6 33.3 14 4 28.6 22 10 45.5 17 7 41.2 23 8 34.8 17 4 23.5 1 5 1 20.0 1 0 0.0 1

27 382 河南町 29 6 20.7 28 6 21.4 9 1 11.1 8 1 12.5 0 0 0.0 0 0 0.0 20 5 25.0 20 5 25.0 16 5 31.3 13 3 23.1 18 9 50.0 12 3 25.0 1 6 0 0.0 2 0 0.0 1

27 383 千早赤阪村 19 4 21.1 17 3 17.6 5 0 0.0 5 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 14 4 28.6 12 3 25.0 6 2 33.3 6 2 33.3 10 1 10.0 10 1 10.0 1 4 0 0.0 2 0 0.0 1

調査時点コード 2025年4月1日 その他
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問１１－１　管理職の在職状況 問１１－２　職務上の地位別職員在職状況
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率

（％）
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問１１－２ 問１１－５　本庁の防災・危機管理部局への配置状況
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調査表４－５

市区町村別集計項目（地方自治体職員の通称使用・市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査）

議会関係は2025年7月1日（その他2025年4月1日）

問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

33 1の合計 42 0 40 2 39 39 39 38 40 33

8 2の合計 1 34 2 36 1 1 1 2 3 1

1 3の合計 0 5 4 0 0 0 0 0 0

1 4の合計 0 3 3 3 3 3 0 0

27 100 大阪市 1

大阪市職員旧姓使用取扱要綱	

(旧姓の使用) 
第2条　職員は、法的な問題が生じるおそれがなく、かつ対外的に誤解や混乱を招き、又は職
務遂行上支障が生じるおそれのない範囲内において、旧姓を使用することができる。

大阪市会 1 2 1

大阪市会会議規則

第８条第２項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合
にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、そ
の期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

27 140 堺市 1

「堺市職員旧姓使用取扱要綱」、「堺市職員通称名使用取扱要綱」

○「堺市職員旧姓使用取扱要綱」 
（趣旨） 
第１条　この要綱は、職員が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、職務遂行上、従前の氏
（以下「旧姓」という。）を使用する場合の手続等について必要な事項を定めるものとする。 
　（旧姓使用の範囲） 
第２条　職員は、次に掲げる場合を除き、文書等において旧姓を使用することができる。 
(1)文書等において旧姓を使用することにより、法令、条例等の規定に違反するおそれがある
場合 
(2)文書等において旧姓を使用することにより、外部の機関等との関係から、円滑な事務の遂
行に支障をきたすおそれがある場合 
(3)前２号に掲げるもののほか、実務上特段の支障が生じると認められる場合 
 
○「堺市職員通称名使用取扱要綱」 
（趣旨） 
第１条　この要綱は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（平成１５年法律
第１１１号）第２条に規定する医師の診察の結果、性同一性障害者と診断された職員が、戸
籍法（昭和２２年法律第２２４号）第１０７条の２の規定により戸籍上の名を変更するまでの
間、職務遂行上、当該戸籍上の名と異なる名（以下「通称名」という。）を使用する場合の手続
等について必要な事項を定めるものとする。 
　（通称名使用の範囲） 
第２条　通称名を使用することができる文書等は、通称名を使用しても法令、条例等の規定
に違反するおそれのないもので、公権力の行使に関する文書、職員の公務員としての地位又
は権利義務に関する文書その他職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を生じさせるおそ
れのあるもの以外のもののうち人事部長が指定するものとする。

堺市議会 1 2 1

堺市議会会議規則

第２条第２項 
議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１
４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

3

堺市議会議員の議
員報酬等に関する
条例第４条の２に
おいて、長期欠席
した場合の支給制
限を規定している
が、堺市議会会議
規則第２条第２項
（【問19-5】で回
答）のとおり議長に
欠席届をあらかじ
め提出した場合は
除外される。

1 1 1 1 1 1

27 202 岸和田市 1

（岸和田市運用基準） 
2001 12 27 
職員の旧姓使用の取扱いについて 
婚姻により職員の姓が変更された場合の取扱いについては、当分の間下記のとおりとする。 
①「氏名変更届」の提出により、共済組合・健保組合、税務署など外部機関との事務処理及
びそれらと同一のデータを使用して処理する人事・給与・福利厚生関係の事務処理等に使用
する文書等については、戸籍名を使用する。 
②建築関係、動産等の差押通知など個人名での行政処分を行う場合に使用する文書 及び
対外的に 身分を証明するのに使用する文書等については、戸籍名を使用する。 
③旧姓を使用することで特に支障が生じると考えられない職員録、起案文書 決裁権者を除
く）、事務分担表などについては、「旧姓使用届」（別紙様式）を提出し任命権者の承認を得て
旧姓を使用することができる。

岸和田市議会 1 2 1

岸和田市議会会議規則

第２条　 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

3

規定はあるが、議
員の出産は適用除
外となる

1 1 1 1 1 1

27 203 豊中市 1

職員の旧姓使用に関する要綱

第２条 旧姓の使用を希望する職員は、旧姓使用届（第１号様式）により、任命権者に届出を
行うものとする。  
第３条 前条第１項に規定する届出を行った職員は、職場において旧姓を使用するものとす
る。

豊中市議会事務局 1 3 1

豊中市議会における出産に伴う欠席に関する細則

（出産による欠席） 
第2条　女性議員が出席する場合に出産予定日前8週間（多胎妊娠の場合にあっては14週間）及
び出産後8週間にわたる間において当該女性議員が申し出た日、又は妊娠満12週未満で流産し
た場合に1週間の範囲内において当該女性議員が申し出た日は、出産による欠席とする。

2 1 1 1 1 1 1

27 204 池田市 1

池田市職員旧姓使用取扱要領

（目    的） 
第１条  この要領は、婚姻・養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」  という。）によって戸籍上
の姓を改めた職員が、婚姻等の後も継続  的な対人関係、業績の顕彰等を確保し、職場にお
ける男女平等と個  人の尊重を実現するため、婚姻等の前の姓（以下「旧姓」という。）  を使
用することに関して必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（旧姓使用の届出） 
第３条  旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用届（様式第１号）  を、所属長を経て人事課
に提出しなければならない。

池田市議会 1 2 1

池田市議会会議規則

第1章 第1節 第2条 第1項 
議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため
出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。 
第1章 第1節 第2条 第２項 
議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14
週間)前の日から当該出産の日後8 週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明ら
かにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 
第２章 第１節 第８９条 第２項 
委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14
週間)前の日から当該出産の日後8 週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明ら
かにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

大阪府

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

調査時点

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

27 205 吹田市 1

吹田市職員の旧姓の使用に関する要領

第4条　旧姓は、法的な問題が生じるおそれがなく、かつ、職務遂行上支障が生じるおそれの
あるものを除き、使用できるものとする。

吹田市議会 1 2 1

吹田市議会会議規則、吹田市議会委員会条例

（欠席の届出） 
第2条 
２　前項の規定にかかわらず、議員は、産前又は産後の期間にあるため出席することができない
ときは、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあつては、14週間）前の日から当該出産の日後
8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届
を提出することができる。 
 
（欠席の届出） 

2 1 1 1 1 1 1

27 206 泉大津市 1

泉大津市職員旧姓使用取扱要綱

（旧姓の使用） 
第２条　職員は、市長に届け出ることにより、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員の間
で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれ
のないものにおいて、旧姓を使用することができる。

泉大津市議会 1 2 1

泉大津市議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条第2項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合
にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、
その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

27 207 高槻市 1

高槻市職員旧姓使用取扱要綱

第１条　この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）により戸
籍上の氏を改めた後も婚姻等の前の氏（以下「旧姓」という。）を職場において使用することに
関して必要な事項を定めるものとする。 
（旧姓使用の申請） 
第２条　旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用申請書（様式第１号）を所属長を経て任命
権者に提出しなければならない。 
（対象文書等） 
第３条	前条の規定により旧姓を使用することができる文書等は、次に掲げるものとする。 
（１）	専ら市の組織内で使用される文書等（ただし、職員の債権債務に係るものを除く。） 
（２）	前号に掲げるもののほか、旧姓を使用することにより、法的な問題が生じるおそれがな
く、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等 
（責務） 
第４条　旧姓を使用する職員は、旧姓使用にあたっては、常に市民、職員等に混乱が生じな
いように努めなければならない。 
（旧姓使用の中止） 
第５条　旧姓を使用する職員が旧姓使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届（様式第
２号）を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。 

高槻市議会 1 2 1

高槻市議会会議規則

(欠席の届出) 
第２条　略 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間(多胎妊娠の場合にあっては、
１４週間)前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 

2 1 1 1 1 1 1

27 208 貝塚市 3 貝塚市議会 1 3 1

貝塚市議会会議規則

(欠席の届出) 
第２条　２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の８週間前の日から当該出産
の日後８週間(産前の届出の期間が７週間以内の場合にあつては、９週間)を経過する日(多胎妊
娠の場合にあつては、出産予定日の14週間前の日から当該出産の日後９週間を経過する日)ま
での範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1 1

27 209 守口市 2 守口市議会 1 2 1

守口市議会会議規則

第２条２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合に
あっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

27 210 枚方市 1

職員の旧姓使用の取扱いに関する要綱

第２条 職員は、市長に届け出ることにより、法的な問題が生じるおそれがなく、かつ、職務遂
行上支障が生じるおそれのない範囲内において、旧姓を使用することができる。

枚方市議会 1 3 1

枚方市議会会議規則

第2条第2項 
議員は、出産のため欠席する場合は、出産の予定日を起算日とする8週間(多胎妊娠の場合は、
14週間)前の日から出産の日の翌日を起算日とする8週間後の日までの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。 
(昭54議会規則1・平27議会規則2・令3議会規則2・一部改正)

2 1 1 1 1 1 1

27 211 茨木市 2 茨木市議会 2 2 2 2 2 2 2

27 212 八尾市 2 八尾市議会 1 2 1

八尾市議会会議規則

（欠席の届出）
第２条　第１項 略
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

27 213 泉佐野市 1

泉佐野市職員旧姓使用取扱要綱

第2条　職員は、法的な問題が生じるおそれがなく、かつ、業務遂行上支障が生じるおそれの
ない範囲内において、市長に届けることにより旧姓を使用することができる。

泉佐野市議会 1 2 1

泉佐野市議会会議規則

第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由
のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければな
らない。 
 
2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明ら
かにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

27 214 富田林市 1

富田林市職員旧姓使用取扱要綱

第２条　 職員は、法的な問題が生じるおそれがなく、かつ職務遂行上支障が生じるおそれの
ない範囲内において、旧姓を使用することができる。

富田林市議会 1 2 1

富田林市議会会議規則

第2条第2項　議員は、出産のため出席できないときは、
出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を
経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出す
ることができる。

第91条第2項　委員は、出産のため出席できないときは、
出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を
経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出
することができる。

2 1 1 1 1 1 1

27 215 寝屋川市 1

寝屋川市職員の通称の使用に関する取扱要綱

（通称の使用） 
第２条　職員は、婚姻等による改姓前に使用していた氏又は住民票に記載されている通称名
（以下これらを「通称」という｡)を職務遂行中における当該職員の氏名として使用することがで
きる。

寝屋川市議会 1 2 1

寝屋川市議会会議規則

(欠席の届出) 
第2条　 
2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明ら
かにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

1

寝屋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

第5条　議員が長期欠席(一の定例会の会期中における全ての会議(委員会の会議を含む。
以下この条において同じ。)を欠席することをいう。)をした場合には、当該定例会の閉会の日
の属する月の翌月分から、当該議員がその後に開かれた定例会の会議に出席した日の属す
る月の前月分までの各月分の議員報酬は、支給しない。ただし、当該長期欠席が次に掲げる
事由によるときは、この限りでない。 
(1)　出産 
(2)　感染症の罹患(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年
法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者であるときに限る。) 
(3)　病院又は診療所への入院及び退院後の療養(医師の診断書の提出があり、議長がやむ
を得ないと認めるときに限る。) 
(4)　前3号に掲げる事由に類するものとして議長が認める事由

1 1 1 1 1 1

27 216 河内長野市 1

河内長野市職員旧姓使用取扱要領

（旧姓の使用） 
第２条　職員（一般職の職員及び特別職の職員（任命権者、副市長、教育長、参与を除く。）
をいう。以下同じ。）は、この要領の定めるところにより、文書等（次に掲げるものを除く。以下
同じ。）に旧姓を使用することができる。 
　(1) 税務署、大阪府市町村職員共済組合、全国健康保険協会、日本年金機構、金融機関
等の機関又は法人の円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれのある文書等 
　(2) 人事・給与関係の電子情報処理組織に登録された情報に基づく文書等（前号に該当す
るもの及び人事異動辞令を除く。） 
　(3) 前２号に掲げるもののほか、旧姓を使用することにより法令上又は実務上支障が生じる
と認められる文書等

河内長野市議会 1 2 1

河内長野市議会会議規則

(欠席の届出) 
第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由
のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければな
らない。 
2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明ら
かにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

27 217 松原市 1

松原市職員の旧姓使用取扱いについて

１　職員は、法的な問題が生じるおそれがなく、かつ職務遂行上支障が生じるおそれがない
範囲内において、旧姓を使用することができることとする。 松原市議会 1 2 1

松原市議会会議規則

第２条 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあつて
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

27 218 大東市 1

大東市職員服務規程

(旧姓の使用) 
第9条　職員が、婚姻等により戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を改めた場合において、その
後も継続的な対人関係及び業績の顕彰等を確保し、男女平等及び個人の尊厳を実現するた
め、法令等その他旧姓を使用できないと市長が認める場合を除き、引き続き旧姓を使用する
ことができる。

大東市議会 1 2 1

大東市議会会議規則

第2条2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっ
ては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 2 1 1 1 1 1 1

27 219 和泉市 1 和泉市議会 1 2 1

和泉市議会会議規則

第２条第２項 
議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１
４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

和泉市職員の旧姓使用取扱規程

（趣旨） 
第１条この規程は、職員が婚姻その他の事由により氏を改めることによる不利益・不 
都合を軽減し、社会活動の継続性を保障するために、婚姻等により戸籍上の氏を改め 
た後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏（以下「旧姓」という。）を文書等に使用す 
ることについて必要な事項を定めるものとする。 
（旧姓使用の届出等） 
第２条氏を改める職員で旧姓を使用しようとするものは、旧姓使用届（様式第１号） 
を、市長に届け出るものとする。 
２ 前項の届出を受理した場合、市長は、法的な問題が生じる恐れがなく、その職務遂 
行上支障を生じる恐れのない範囲において、旧姓の使用を認め、速やかに旧姓使用職 
員台帳（様式第２号）に記入し、適正な運用管理に努めなければならない。 
（対象文書等） 
第３条前条の規定により旧姓を使用することができる文書等は、次に掲げるものとす 
る。 
（１）専ら市の組織内で使用される文書等（職員の権利義務に係るものを除く。） 
（２）職員の権利及び義務に係る文書等のうち、職員の同一性の確認が容易であって、 
旧姓使用を原因とする紛争が生じる恐れがないもの 
（３）前２号に掲げるもののほか、旧姓を使用することにより、法的な問題が生じる恐 
れがなく、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等 
（旧姓使用者の責務） 
第４条第２条の規定により旧姓を使用することのできる職員は、前条各号に掲げる文 
書等に氏名等を表示する場合は、必ず旧姓を使用することとし、常に市民、他の職員 
等に誤解や混乱が生じないように、努めなければならない。 
２ 所属長は、所属職員の適切な旧姓の使用に関し、必要な指示及び命令を行うことが 
できる。 
（旧姓使用の中止） 
第５条旧姓使用する職員で旧姓使用を中止しようとするものは、旧姓使用中止届（様 
式第３号）により、市長に届け出なければならない。 
（実施日） 
平成１３年１０月１日から実施する

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

27 220 箕面市 1

箕面市職員旧姓使用取扱要領

第１条　この要領は、婚姻・養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）によって戸籍上
の姓を改めた職員が、婚姻等の後も継続的な対人関係、業績の顕彰等を確保し、職場にお
ける男女平等と個人の尊重を実現するため、婚姻等の前の姓（以下「旧姓」という。）を使用
することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

箕面市議会 1 2 1

箕面市議会会議規則

第一章　総則 
　(参集) 
第一条　議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通　告しなければ
ならない。 
(欠席、遅刻又は早退の届出) 
第二条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事
由のため欠席し、遅刻し、又は早退するときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に
届け出なければならない。 
2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、
十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの範囲内において、その期間を
明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

27 221 柏原市 1

柏原市職員旧姓使用取扱要綱

第2条　職員は、法的な問題が生じるおそれがなく、かつ対外的に誤解や混乱を招き、又は職
務遂行上支障が生じるおそれのない範囲内において、旧姓を使用することができる。

柏原市議会 1 3 1

議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

第4条第2項第3号 議員が出産する場合(出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週
間)前の日から当該出産の日以後8週間を経過する日までの期間の範囲内に限る。)

3

出産を事由とする
欠席の場合は、減
額の規定を適用し
ないこととしてい
る。

4 4 4 4 1 1

27 222 羽曳野市 1

羽曳野市職員旧姓使用取扱要綱

　(趣旨)
第1条　この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に
属する職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)に
よって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等による改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を職
場、文書等において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
　(旧姓使用の届出)
第2条　旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用届(様式第1号)を所属長を通じて任命権者
に提出するものとする。
2　使用する旧姓は、直前に称していた姓とする。
　(旧姓使用することができるもの）
第3条　旧姓を使用することができる場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
　(1)　法的な問題を生じるおそれがなく、かつ、職員の同一性の確認が容易にできるもの
　(2)　職務遂行上又は事務処理上、誤解又は混乱を生じるおそれのないもの
　(責務)
第4条　旧姓を使用する職員は、旧姓使用に当たっては、常に市民、他の職員等に混乱を生
じさせないように努めなければならない。
　(旧姓使用の中止)
第5条　旧姓を使用する職員がその使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第2
号)を所属長を通じて任命権者に提出するものとする。
　(委任)
第6条　この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、市長が別に定め
る。

　　　附　則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

羽曳野市議会 1 2 1

羽曳野市議会会議規則

第２条第２項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合
にあつては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、
その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 

2 1 1 1 1 1 1

27 223 門真市 1

門真市職員の旧姓使用の取扱いに関する要綱

第２条第１項　職員は、市長に届け出ることにより、法的な問題が生じるおそれがなく、かつ、
職務遂行上支障が生じるおそれのない範囲内において、旧姓を使用することができる。

門真市議会 1 2 1

門真市議会会議規則

第１節　総則　　(欠席等の届け出） 
第２条　２　議員は、出産のため欠席するときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

27 224 摂津市 1

摂津市職員旧姓使用取扱要綱

第２条　旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用届（様式第１号）を、所属長を経て任命権
者に提出しなければならない。 摂津市議会 1 2 1

摂津市議会会議規則

第２条第２項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合
にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、そ
の期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

27 225 高石市 2 高石市議会 1 2 1

高石市議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　略 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 

2 1 1 1 1 1

27 226 藤井寺市 1

藤井寺市職員の旧姓使用に関する要綱

第１条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によりその戸籍上の氏を改めた後
も、その職業生活上の支障を回避できるよう、希望により改める前の氏（以下「旧姓」という。）
を使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

藤井寺市議会 1 2 1

藤井寺市議会会議規則

第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由
のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければな
らない。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。
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名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

27 227 東大阪市 1

阪市職員旧姓使用取扱規定

趣旨） 
第１条　この訓令は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）によって
戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等による改姓前の氏（以下「旧姓」という。）を文書等
に使用することに関して必要な事項を定める。 
  
（定義） 
第２条　この訓令において、「職員」とは、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第２
項に規定する一般職に属する職員（地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度任
用職員（単純な労務に雇用される一般職非常勤職員の給与の種類及び基準に関する条例
（平成26年東大阪市条例第49号）第１条に規定する一般職非常勤職員及び東大阪市会計年
度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年東大阪市条例第２号）附則第２項
の規定の適用を受ける職員を除く。）を除く。）をいう。 
  
（旧姓を使用することができる文書等の範囲） 
第３条　旧姓を使用することができる文書等の範囲は、次の各号のいずれにも該当するもの
とする。 
(１)　旧姓を使用することにより、法的な問題を生じるおそれがなく、かつ、職員の同一性の確
認が容易にできるもの 
(２)　旧姓を使用することにより、職務遂行上又は事務処理上、誤解又は混乱を生じるおそれ
のないもの

東大阪市議会 1 2 1

東大阪市議会会議規則

第２条第２項 
　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、
１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 
 
同規則第９１条第２項 
　委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、
１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

27 228 泉南市 1

職員旧制使用取扱要綱

（旧姓の使用） 
第２条　職員は、任命権者の承認を得ることにより、法令等に抵触するおそれがなく、かつ、
職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものについて、旧姓を使用する
ことができる。 
２　旧姓を使用することができる文書等の基準及び旧姓を使用することができない文書等の
基準は、別表に掲げるとおりとする。

大阪府泉南市議会 1 2 1

泉南市議会会議規則

第２条第２項　議員は、出産のため出席ができないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場
合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲において、そ
の期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 2 1 1 1 1 1

27 229 四條畷市 1

四條畷市職員旧姓等使用取扱要綱

（趣旨） 第１条　この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）
によって戸籍上の氏名（外国人登録上のものを含む。以下同じ。）を改めた後も、当該婚姻等
により改める前の戸籍上の氏名（以下「旧姓等」という。）を職務上使用することに関して必要
な事項を定めるものとする。（旧姓等の使用）第２条 職員は、次に掲げる場合を除き、任命権
者の承認を受けて、職務上旧姓等を使用することができる。（１）法律、条例その他の国又は
地方公共団体の規定に抵触する場合 （２）職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くお
それがある場合（使用の申請）第３条 職員は、前条の規定により旧姓等の使用の承認を受
けようとするときは、旧姓等使用承認申請書（様式第１号）により任命権者に申請しなければ
ならない。（使用の承認）第４条 任命権者は、前条の規定による申請があった場合であって
旧姓等の使用を承認したときは、旧姓等使用承認通知書（様式第２号）により当該職員に通
知するものとする。 （他の任命権者の承認を受けた者の取扱い）第５条 第２条の規定により
旧姓等の使用の承認を受けて旧姓等を使用している職員（以下「旧姓等使用職員」という。）
が、人事異動等により他の任命権者に属することとなった場合は、その属することとなった任
命権者の承認を受けたものとみなし、引き続き旧姓等を使用することができるものとする。（使
用の中止） 第６条 旧姓等使用職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓等使用中止
届（様式第３号）を任命権者に提出しなければならない。（責務） 第７条 旧姓等使用職員は、
旧姓等を使用するにあたって、常に市民、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなけれ
ばならない。（委任）第８条 この要綱の実施に関して必要な事項は、各任命権者が定める。  
附則（施行期日） 
１この要綱は、平成１３年７月１日から施行する。（経過措置）２この要綱の施行の日前に婚姻
等によって戸籍上の氏名を改めた職員は、第３条に規定する旧姓等使用承認申請書を提出
することにより、旧姓等の使用の承認を受けることができる。

四條畷市議会 1 3 1

四條畷市議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由
のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければな
らない。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあって
は、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１０週間）を経過
する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出するこ
とができる。ただし、出産後において医師等の特別の指示の診断書により当該期間を延長する
必要があるときは、当該出産の日後１０週間（多胎妊娠の場合にあっては、１２週間）を経過する
日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することが
できるものとする。

1 1 1 1 1 1 1

四條畷市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

（議員報酬の支給方法） 
第３条　議員報酬は、毎月支給する。 
２　新たに市議会議員となった者にはその日から議員報酬を支給し、職の異動により議員報
酬の額に変更が生じた市議会議員にはその日から変更後の額の議員報酬を支給する。 
３　前項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の１日から支給するとき以外のと
き、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、日割りによっ
て計算する。 
４　市議会議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散（以下「任期満了等」と
いう。）によりその職を離れたときは、その月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる
場合においても重複して議員報酬を支給しない。 
第３条の２　前条の規定にかかわらず、市議会議員が長期欠席をした場合においては、閉会
月（四條畷市議会の会期等に関する条例（平成２８年条例第３５号）第２条第１項各号（第１号
を除く。）に規定するそれぞれの定例日（同条第２項の規定により定例日を変更した場合は、
当該変更後の日。以下「定例日」という。）の最終日（以下「閉会日」という。）の属する月をい
う。）の翌月から出席月（閉会日後の最初の会議等に出席した日の属する月をいう。）の前月
までの月分の議員報酬は、支給しない。 
２　前項の「長期欠席」とは、定例日の初日から閉会日までの間に開かれる次に掲げる会議
等の全てを欠席することをいう。 
（１）会議 
（２）委員会 
（３）協議等の場（議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場をいう。） 
（４）議員の派遣及び委員の派遣 
３　第１項の規定にかかわらず、当該長期欠席が出産、感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第１８条第１項に規定する患者若しくは
無症状病原体保有者であること又は病院若しくは診療所への入院若しくは自宅療養であって
医師の診断書の提出があり、議長が議会運営委員会に諮ってやむを得ないと認めた場合
は、議員報酬を支給する。 
第３条の３　前条第１項の規定にかかわらず、市議会議員が刑事事件の被告人又は被疑者
として身体の拘束を受けていることにより同条第２項各号の会議等を欠席したときは、当該欠
席した日の属する月（以下この項において「欠席月」という。）以後の月分の議員報酬は、同
日後において最初に同項各号の会議等に出席した日又は刑事事件の被告人若しくは被疑者
として身体の拘束を受けていること以外の事由により同項各号の会議等を欠席した日の属す
る月（欠席月と同一の月である場合は、その翌月）以後の月分を除き、その支給を停止する。 
２　前項の規定による議員報酬の支給の停止は、当該議員報酬の支給の停止の事由に係る
刑事事件について公訴を提起しない処分があったとき又は無罪の裁判（無罪の裁判と同様
の効果を有するものを含む。）が確定したときは、これを解除する。 
３　第１項の規定による議員報酬の支給の停止の事由に係る刑事事件について有罪の裁判
が確定したときは、同項の規定によりその支給を停止した議員報酬及び当該有罪の裁判に
おいて言い渡された刑の執行として刑事施設に収容された期間の始期の属する月からその
終期の属する月までの月分の議員報酬は、支給しない。この場合において、第１項の規定に
より支給を停止されるべきであった月分の議員報酬で既に支給を受けたものがあるときは、
当該月分の議員報酬を支給された市議会議員は、これを返納しなければならない。

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。
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議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

27 230 交野市 1

市職員の旧姓使用について

１．市職員は、２に定める文書等に記載する氏名について、当該職員から旧姓使用の申し出
があった場合は、旧姓の記載を行うこととする。 
２．「文書等」とは、以下に掲げるものを指す。 
（１）職場での呼称及び名札 
（２）座席表及び配置表 
（３）各職場で作成する職員名簿及び連絡網 
（４）出勤簿 
（５）休暇台帳 
（６）起案文書等 
３．上記１及び２は、上記２に定める文書等以外のものについて、職員から旧姓使用の申し出
があった場合は、人事担当課及び当該職員が所属する部課等の長で旧姓使用の可否を個
別に判断し、旧姓使用の範囲を拡大することを妨げない。 
４．上記の方針の周知徹底及び職員の相談等については、人事担当課で行うこととする。

交野市議会 1 4 2 3

重症悪阻・切迫早
産・産後の体調不
良等により予定日
6週前〜産後8週を
除外しても欠席期
間が90日超の場
合

4 4 4 4 2 1

27 231 大阪狭山市 1

大阪狭山市職員旧姓使用取扱要領

第１条　この要領は、婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）によって戸籍上
の姓を改めた職員が、婚姻等の後も継続的な対人関係、業績の顕彰等確保し、職場におけ
る男女平等と個人の尊重を実現するため、婚姻等の前の姓（以下「旧姓」という。）を使用す
ることに関して必要な事項を定めることを目的とする。 
第２条　旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用届（様式第１号）を、所属長を経て任命権
者に提出しなければならない。 
第３条　次に掲げる書類等については、旧姓を使用することができない。 
(1)法令等により戸籍上の氏名を使用することが定められている書類等 
(2)給与、税金、共済等職員の債権債務に関して本人を特定する必要がある書類等 
(3)対外的に身分を証明するために氏名を記載する書類等 
第４条　旧姓を使用する職員は、旧姓使用に当たっては、常に市民、職員等に混乱が生じな
いように努めなければならない。 
第５条　旧姓を使用する職員が旧姓を中止しようとするときは、旧姓使用中止届（様式第２
号）を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

大阪狭山市議会 1 2 1

大阪狭山市議会会議規則

第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由
のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければな
らない。 
 
2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明ら
かにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 
 
第90条　委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事
由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なけれ
ばならない。 
 
2　委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明ら
かにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

27 232 阪南市 1

職員の旧姓使用取扱いについて

（趣旨）職員が婚姻その他の事由により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き前の戸籍上の氏
（以下「旧姓」という。）を職場において使用することについて、下記のとおり取扱うものとする。

大阪府阪南市議会 1 2 1

阪南市議会会議規則

（欠席の届出）
第２条  議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由
のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければな
らない。
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

27 301 島本町 1

島本町職員旧姓使用取扱要綱

第２条　職員は、町長に届け出ることにより、法的な問題が生じるおそれがなく、かつ、職務遂
行上支障が生じるおそれのない範囲内において、旧姓を使用することができる。

島本町議会 1 4 2 2 4 4 4 4 2

27 321 豊能町 2 豊能町議会 1 4 1

豊能町議会会議規則

第２条第２項　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の
６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日ま
での範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1

27 322 能勢町 1

能勢町職員旧姓使用取扱要綱

職員は、町長に届け出ることにより、法的な問題が生じる恐れがなく、かつ、職務遂行上支障
が生じるおそれのない範囲内において、旧姓を使用することができる。

能勢町議会 1 2 1

能勢町議会会議規則

第1章　総則 
（欠席の届出） 
第２条の２ 
出産予定の6週間（多胎妊娠の場合にあっては14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経
過する日まで

2 1 1 1 1 1

27 341 忠岡町 2 忠岡町議会 1 2 1

忠岡町議会会議規則

第２条第２項　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の
６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日
までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することがで
きる。

2 1 1 1 1 1 1

27 361 熊取町 1

職員旧姓使用取扱要綱

（旧姓の使用）第２条　職員は旧姓使用届（様式第１号）を町長に提出することにより、法的な
問題が生じるおそれがなく、かつ、業務遂行上支障が生じるおそれのない範囲内において旧
姓を使用することができる。

大阪府泉南郡熊取
町議会

1 2 1

議会会議規則第２条第２項

第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他やむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多
胎出産の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

27 362 田尻町 1 田尻町議会 1 2 1

田尻町議会会議規則

（欠席の届け出） 
第２条　議員は、公務、疾病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多

2 1 1 1 1 1 1

田尻町職員旧姓使用取扱要綱

（趣旨） 
第１条　この要綱は、田尻町職員（以下「職員」という。）が婚姻、養子縁組その他の事由（以
下「婚姻等」という。）により、戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等による改姓前の氏
（以下「旧姓」という。）を文書等に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。 
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問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

27 366 岬町 2 岬町議会 1 2 1

岬町議会会議規則

第2条第2項 
前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間（多胎妊
娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内に
おいて、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 2 1 1

27 381 太子町 1

太子町職員旧姓使用取扱要綱

（旧姓）第２条　職員は、法的な問題が生じるおそれなく、かつ職務執行上支障が生じるおそ
れのない範囲内において、旧姓を使用することができる。

太子町議会 1 2 1

太子町議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多
胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

27 382 河南町 2 河南町議会 1 2 1

河南町議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多
胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

27 383 千早赤阪村 4 千早赤阪村議会 1 2 1

千早赤阪村議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多
胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1
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調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 大阪府

議会関係は2025年7月1日（その他2025年4月1日）

問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置または
提供がされてい
る。（臨時のもの
も含む）
２．保育に必要
な場所の設置ま
たは提供がされ
ている。（臨時の
ものも含む）
３．設置または
提供する予定で
ある。
４．なし

１．専用の場所が
設置されている。
（常設）
２．授乳等に必要
な場所の設置ま
たは提供がされて
いる。（臨時のも
のも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る

 
 

規
定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向
け

 
 

相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていないが、
今後、行う予定であ
る。
３．行っておらず、今
後、行う予定もない。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は現
在は研修を行ってい
ないが、今後行う研
修で利用予定であ
る。
 ３．研修において利
用していない又は現
在は研修を行ってお
らす、今後行う研修
で利用する予定もな
い。

１．行っている。
２．行っていないが、
今後、取り組む予定
である。
３．行っておらず、今
後、取り組む予定も
ない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認め
ている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用した
事例も判断したことも
ない。

１．位置づけられた
規定がある。
２．位置づけられて
いない。
３．その他
　　（不明等）

0 1 17 19 7 3 9 15

2 4 8 8 9 4 22 28

0 0 18 16 11 36 0 0

41 38 12

27 100 大阪市 4 4 1 1 2

大阪市会ハラスメント防止条例

（議員の責務） 
第４条　議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、その能力の発揮や良好な勤務環境の確保を阻害する行
為であることを自覚し、自らの言動を厳しく律するとともに、ハラスメントの防止に努めなければならない。 
２　議員は、ハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該言動を行っている議員に
対し厳に慎むべきである旨を指摘し、解決するよう努めなければならない。 
（議長の責務） 
第５条　大阪市会議長（以下「議長」という。）は、市会におけるハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメ
ントに係る相談があった場合には当該相談に係る事実関係を調査し、必要に応じてハラスメント防止のための措置を迅
速かつ適切に講じなければならない。

1 3 3 2 2 31 5 16.1 ○

27 140 堺市 2 2 1 3

ハラスメント防止に
係る条例の制定に向
け、協議を行ってい
る。

1 1 1 2 1 36 9 25.0 ○

27 202 岸和田市 4 4 1 1

岸和田市議会議員政治倫理条例

第３条　議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準（以下「倫理基準」という。）を遵守しなければならない。 
(９)　セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等公序良俗に反する言動をしないこと。

2 3 3 4

なし

2 14 2 14.3 ○

27 203 豊中市 4 4 1 1

豊中市議会ハラスメントの防止に関する方針

１．基本的な考え方 
豊中市議会は，全て議員及び職員の人格が尊重され，相互に信頼し合い，議員及び議会がその役割を十分に発揮す
るため，議員間のハラスメント及び議員と職員間のハラスメントを防止し，根絶するための措置を講じることにより，全て
の議員及び職員が個人としての尊厳を尊重され，良好な職場環境を確保することで，市政の効率的運用に寄与し，もっ
て信頼される議会の実現をめざします。 
そのため，この指針においてハラスメントの定義をはじめ，防止策や相談窓口の設置などについて定め，これを周知す
ることにより議員一人ひとりのハラスメントに対する意識の向上を図り，ハラスメントの未然防止とともに，ハラスメントが
発生した場合には，迅速・効果的な解決に向けて全力をあげて取り組みます。

1 3 3 1

豊中市議会議員旧姓使用取扱事務局内規

（目的） 
第１条　この内規は、豊中市議会議員（以下「議員」という。）が、婚姻、養子縁組、その他の
事由（以下「婚姻等」という。）において戸籍上の姓を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸
籍上の姓（以下「旧姓」という。）を議員活動に使用することに関し、必要な事項を定めるも
のとする

なし

1

豊中市地域防災計画

豊中市地域防災計画男女共同参画推進センターすてっぷの役割として、女
性相談窓口の設置等、女性支援のためのボランティアなどの活動支援を行
う。

36 6 16.7

堺市地域防災計画

災害応急対策　地震・津波編 
第2章　応急復旧期の活動 
第2節　指定避難所の開設・運営 
第2　指定避難所の管理、運営 
【危機管理室、市民人権局、健康福祉局、区役所、教育委員会】 
2　指定避難所の管理、運営の留意点 
　市は、自主防災組織などと連携して避難者による自主的な運営を促し、避
難住民による指定避難所管理組織には男女が等しく参画できるよう配慮を
求め、次の事項に留意して、指定避難所の円滑な管理、運営に努める。 
また、指定避難所の運営における女性の参画を推進し、男女のニーズの違
いや性的少数者の方等避難者の多様性に配慮するものとする。特に女性
専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や女性用品の女性による配布、男
女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配付等による指定避難所における
安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の
運営に努める。物資受け取りに性別による制限を設けず、必要な人にわた
るようにする。誰が性的少数者であるか本人の許可なしに広めない（アウ
ティングの禁止）、本人確認において戸籍名だけでなく通称名でも確認可能
とするなど性的少数者にも配慮した避難所運営に努める。

972 139 14.3% 6

調査時点

議員の利用する
ことのできる保
育施設等が議会
に設置または提
供されている
か。

議員の利用するこ
とのできる授乳室
等が議会に設置
または提供されて
いるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関す
る取組（ハラスメン
ト防止に関する議
員向け研修を除
く。）を行っています
か。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメン
ト防止に関するもの
以外）を行っていま
すか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研修
を行っていますか。

当該研修において、
令和４年４月に内閣
府が公表した教材動
画「政治分野におけ
るハラスメント防止研
修教材」を利用して
いる又は利用する予
定はありますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

政治分野の男女共同参
画のために実施している
ことがあればご記入くだ
さい。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画担当
部局又は男女共同
参画センターの具
体的な役割が明確
に位置づけられて
いるか。

14 3 3

問12－１１
議会において、通称
又は旧姓の使用を
認めていますか。

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

本部員総数
※本部長を含む

(人）

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実施
状況

市町村４－５ (2)



問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置または
提供がされてい
る。（臨時のもの
も含む）
２．保育に必要
な場所の設置ま
たは提供がされ
ている。（臨時の
ものも含む）
３．設置または
提供する予定で
ある。
４．なし

１．専用の場所が
設置されている。
（常設）
２．授乳等に必要
な場所の設置ま
たは提供がされて
いる。（臨時のも
のも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。
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関
す
る
議
員
向
け

 
 

相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていないが、
今後、行う予定であ
る。
３．行っておらず、今
後、行う予定もない。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は現
在は研修を行ってい
ないが、今後行う研
修で利用予定であ
る。
 ３．研修において利
用していない又は現
在は研修を行ってお
らす、今後行う研修
で利用する予定もな
い。

１．行っている。
２．行っていないが、
今後、取り組む予定
である。
３．行っておらず、今
後、取り組む予定も
ない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認め
ている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用した
事例も判断したことも
ない。

１．位置づけられた
規定がある。
２．位置づけられて
いない。
３．その他
　　（不明等）

議員の利用する
ことのできる保
育施設等が議会
に設置または提
供されている
か。

議員の利用するこ
とのできる授乳室
等が議会に設置
または提供されて
いるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関す
る取組（ハラスメン
ト防止に関する議
員向け研修を除
く。）を行っています
か。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメン
ト防止に関するもの
以外）を行っていま
すか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研修
を行っていますか。

当該研修において、
令和４年４月に内閣
府が公表した教材動
画「政治分野におけ
るハラスメント防止研
修教材」を利用して
いる又は利用する予
定はありますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

政治分野の男女共同参
画のために実施している
ことがあればご記入くだ
さい。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画担当
部局又は男女共同
参画センターの具
体的な役割が明確
に位置づけられて
いるか。

問12－１１

議会において、通称
又は旧姓の使用を
認めていますか。

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

本部員総数
※本部長を含む

(人）

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実施
状況

27 204 池田市 4 4 1 1 1 1 3 2 1 21 4 19.0 ○

27 205 吹田市 4 4 1 1

吹田市社会通念上相当な範囲を超えた言動による職員の被害の防止に関する条例

（定義） 
第2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
（１）社会通念上相当な範囲を超えた言動　職場において職員に対して行われる市民等（議員を含む。以下同じ。）及び
次号イに掲げる職員の言動のうち、内容、手段又は態様が社会通念上相当な範囲を超えたものであって、これに対応
する職員の健全な就業環境の確保を妨げるものをいう。 
（２）職員　次のいずれかに該当する者をいう。 
　ア　一般職の職員 
　イ　市長、副市長、教育長、監査委員、委員会の委員、固定資産評価員若しくは水道事業管理者又は地方公務員法
（昭和25年法律第261号）第3条第3項第2号、第3号、第3号の2若しくは第5号に掲げる職に属する地方公務員 
（３）ハラスメント　パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
をいう。 
（４）受託事業者等　委託契約に基づいて市の事務事業を行う者その他の市の事務事業を行う市以外の法人その他の
団体をいう。

1 3 3 1

吹田市議会議員の旧姓使用の取扱いに関する事務局内規

（目的） 
第1条　この内規は、吹田市議会議員（以下「議員」という。）が、婚姻、養子縁組その他の事
由（以下「婚姻等」という。）において戸籍上の姓を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍
上の姓（以下「旧姓」という。）を議員活動に使用することに関し必要な事項を定めるものと
する。

1

地域防災計画（地震編、マニュアル編）

【該当箇所：地震編　第2章第2節第3　市民の各種相談窓口の設置、マニュ
アル編　第2章第2節第2　各種相談窓口の設置】 
以下、地震編を抜粋 
地震によって家や財産が減失した被災者の不安や悩みを解消し、生活再建
を支援するため、専用電話及び専用ファクシミリを備えた特設相談窓口を開
設し、積極的な広聴相談活動を実施する。 
≪実施担当≫ 
生活支援部（相談班）、関係各部 
市民からの問い合わせや法律、医療等の専門相談、災害時における要配
慮からの相談に対応するため、関係機関と連携し、必要に応じて市役所等
に特設相談窓口を開設する。関係各部から対応職員を派遣し、電話及び市
民応対業務全般について実施する。

23 3 13.0

27 206 泉大津市 4 4 1 3

改選時にハラスメン
ト等を含むコンプライ
アンスに関する書籍
を購入し、配布して
いる

3 3 2 2 19 2 10.5

27 207 高槻市 4 4 3 1 1 3 1

高槻市議会議員の通称名等の使用取扱要綱

第２条　議員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める氏名等を議員
の氏名等に使用することができる。 
(1)　公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第８９条第５項において準用する同令第８
８条第８項の規定による認定を受けた通称（以下「通称名」という。） 
(2)  議員が婚姻、養子縁組等（以下「婚姻等」という。）の事由により戸籍の氏を改めた者の
婚姻等の前の戸籍の氏

1

地域防災計画

第2編災害予防対策/第1章防災体制の整備/第1節総合的防災体制の整備 
3男女共同参画の視点を踏まえた活動体制の整備 
市及び府は、男女共同参画の視点からの災害対応の周知に関して男女共
同参画担当部局と防災担当部局の連絡体制を構築するとともに連携し、平
常時の防災対策や災害時における役割について、明確化しておくよう努め
るものとする。

21 3 14.3

27 208 貝塚市 4 4 1 1

貝塚市議会議員政治倫理条例

第３条　議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。 
(9)　セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等公序良俗に反する言動その他人権侵害のおそれのある行為をし
ないこと。

2 3 3 1

貝塚市議会議員の通称名等の使用取扱要綱

（申請） 
第３条　通称名等を使用しようとする議員は、議長に対し、通称名等使用申請書（様式第１
号）により申請しなければならない。 
（承認） 
第４条　議長は、前条の規定による申請が第２条の規定に該当する場合には、特段の事情
がない限り、通称名等の使用を承認するものとする。

特になし

1

貝塚市地域防災計画

３ 男女共同参画の視点を踏まえた活動体制の整備 
市及び大阪府は、男女共同参画担当部局が男女共同参画の視点からの災
害対応の周知に係る防 
災担当部局との連絡体制を構築するとともに、防災担当部局と男女共同参
画担当部局が連携し、 
平常時の防災対策及び災害時における男女共同参画担当部局及び男女
共同参画センターの役割 
について、明確化しておくよう努めるものとする。 

18 3 16.7

27 209 守口市 4 4 3 3 3 1

守口市議会議員の身上調書等に関する要綱

第４条　議員氏名として、当選証書記載の氏名に替えて公職選挙法制度の通称（以下「通
称」という。）を使用しようとする議員は、任期開始後、速やかに、通称使用届（様式第２号）
を提出するものとする。 
２　通称使用届の提出がない場合は、当選証書記載の氏名を議員氏名として使用するもの
とする。

2 16 0 0.0

27 210 枚方市 4 4 3 3 3 4 2 29 3 10.3

池田市の職員及び市議会議員のハラスメント防止に関する条例

条例第26号
前文 ハラスメントは、それを行う者の認識の有無にかかわらず、相手方の基本的人権を損ない、尊厳を傷つけ、心身に
被害を与える人権侵害です。 また、職員及び市議会議員におけるハラスメントが市民サービスを低下させることは言う
までもありませんが、その事実が明らかになったときは、市民の信頼の喪失のみならず、社会的信用の失墜につながる
おそれがあります。 よって、市長をはじめとする職員及び市議会議員は、職員又は市議会議員から他の職員又は市議
会議員に対してハラスメントがあったのではないかという疑惑を持たれるような行為を起こさない、さらにハラスメントを
絶対に許さないという強い認識の下、職位及び職責にかかわらず、相互に人格を尊重し、信頼し合うことで、それぞれ
の能力を十分発揮させることができる環境を確保するとともに、ハラスメントの防止及び根絶に努め、市民から信頼され
る市政運営をめざすことを決意し、この条例を制定します。
(目的)
 第1条 この条例は、職員又は市議会議員から他の職員又は市議会議員へのハラスメントを防止することにより、職員
及び市議会議員が個人としての尊厳を尊重され、良好な職員の職場環境及び市議会議員が活動できる環境を確立す
ることを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同条第3項第1号から第2
号まで、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職の職員(市議会議員を除く。)をいう。

(2) ハラスメント パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を
超える言動であって、相手方に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与え、人格若しくは尊厳を害し、又は勤務環境を
害することとなる行為をいう。)、セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により相手方に対して不快感を与える行為若しく
はその行為によりその者の勤務環境を害し、又は勤務条件に不利益を与えることとなる行為をいう。)、妊娠、出産、育
児又は介護に関するハラスメント(職場において、妊娠したこと、出産したこと若しくは妊娠若しくは出産に起因する症状
により勤務することができないこと等を理由とする言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の
利用に関する言動によりその者の勤務環境が害されることとなる行為をいう。)その他の誹謗、中傷、風評等により相手
方に対して人権を侵害し、又は不快にさせる行為をいう。
 (職員及び市議会議員の責務)
第3条 職員及び市議会議員は、他の職員及び市議会議員を職務遂行上の対等なパートナーとして互いの人権を尊重
し、他の職員及び市議会議員に対しハラスメントをしてはならない。
2 市長及び副市長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、職員に対するハラスメント
の防止及びハラスメントを受けた職員への配慮に努めるとともに、ハラスメントに起因して職員の職場環境が害され、又
は職員に不利益が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 市議会議長及び市議会副議長は、市議会議員がその能力を十分に発揮して活動できる環境を確保するため、市議
会議員に対するハラスメントの防止及びハラスメントを受けた市議会議員への配慮に努めるとともに、ハラスメントに起
因して市議会議員が活動できる環境を害され、又は市議会議員に不利益が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切
に講じなければならない。
 (研修等)
第4条 市長は、職員のハラスメントに係る認識の向上に関して、その防止に係る実効性を高めるために必要な研修を
実施するとともに、不断の自己研鑽さんに努めなければならない。
 2 市議会議長は、市議会議員のハラスメントに係る認識の向上に関して、その防止に係る実効性を高めるために必要
な研修を実施するとともに、不断の自己研鑽さん に努めなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は市議会議長が別に定める。 附
則
この条例は、公布の日から施行する。

池田市地域防災計画

第２編　第１１節　４
　外国人に対する支援体制整備
　　市は、府をはじめ民間事業者を含む多様な機関と連携し、外国人に対す
る支援の検討・推進を行う。
　　市内在住外国人に対しては、防災教育・訓練や防災情報の提供に努め
るとともに、情報提 供や避難誘導において多言語化や「やさしい日本語」の
活用等に努める。
　　英語版の池田市ハザードマップを作成し、自宅の災害リスクやとるべき
避難行動等の確認を容易にする。
　　災害時に多言語での情報提供や相談に対応するため、府が大阪府国際
交流財団（OFIX） と共　同で設置する「災害時多言語支援センター」の活用
を促進する。
　　外国人旅行者に対しては、府と連携し、災害に関する知識や情報入手先
等の情報の周知に努めるとともに、早期帰国等に向けた災害情報等を提供
するため、ウェブサイトやＳＮＳ等の様々なツールを活用した多言語での情
報発信に努める。また、観光案内所をはじめ、駅周辺における多言語での
情報提供の充実に努める。
　　避難所における多言語支援のため、府と連携し、災害時通訳・翻訳ボラ
ンティアの確保に努める。

第３編　第１９節　２－（２）より一部抜粋
　　ク　多言語支援が必要な避難者情報の収集及び当該避難者に対する言
語、生活習慣、文化等の違いへの配慮
　　ケ　相談窓口の設置（女性相談員の配置）
　　コ　高齢者、障がい者、乳幼児、児童等の要配慮者への配慮
　　サ　指定避難所運営組織への女性の参加
　　シ　男女のニーズの違い等男女双方の視点への配慮

　　ス　女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用
下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配付等
による指定避難所における安全性の確保等、女性や子育て家庭のニーズ
への配慮
　　セ　女性や子ども等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、女性
用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等
は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴
力・ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子ど
も等の安全に配慮するよう努める。また、警察、病院、女性支援団体との連
携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。

市町村４－５ (2)



問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置または
提供がされてい
る。（臨時のもの
も含む）
２．保育に必要
な場所の設置ま
たは提供がされ
ている。（臨時の
ものも含む）
３．設置または
提供する予定で
ある。
４．なし

１．専用の場所が
設置されている。
（常設）
２．授乳等に必要
な場所の設置ま
たは提供がされて
いる。（臨時のも
のも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る

 
 

規
定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向
け

 
 

相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていないが、
今後、行う予定であ
る。
３．行っておらず、今
後、行う予定もない。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は現
在は研修を行ってい
ないが、今後行う研
修で利用予定であ
る。
 ３．研修において利
用していない又は現
在は研修を行ってお
らす、今後行う研修
で利用する予定もな
い。

１．行っている。
２．行っていないが、
今後、取り組む予定
である。
３．行っておらず、今
後、取り組む予定も
ない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認め
ている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用した
事例も判断したことも
ない。

１．位置づけられた
規定がある。
２．位置づけられて
いない。
３．その他
　　（不明等）

議員の利用する
ことのできる保
育施設等が議会
に設置または提
供されている
か。

議員の利用するこ
とのできる授乳室
等が議会に設置
または提供されて
いるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関す
る取組（ハラスメン
ト防止に関する議
員向け研修を除
く。）を行っています
か。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメン
ト防止に関するもの
以外）を行っていま
すか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研修
を行っていますか。

当該研修において、
令和４年４月に内閣
府が公表した教材動
画「政治分野におけ
るハラスメント防止研
修教材」を利用して
いる又は利用する予
定はありますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

政治分野の男女共同参
画のために実施している
ことがあればご記入くだ
さい。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画担当
部局又は男女共同
参画センターの具
体的な役割が明確
に位置づけられて
いるか。

問12－１１

議会において、通称
又は旧姓の使用を
認めていますか。

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

本部員総数
※本部長を含む

(人）

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実施
状況

27 211 茨木市 2 2 1 1 2

茨木市議会議員政治倫理条例

第４条　議員は、市民の代表者として倫理性と責任を自覚し、次の各号に掲げる政治倫理基準を順守しなければならな
い。 
（7）ハラスメント等公序良俗に反する言動又は行為をしないこと。

1 1 3 2 1

茨木市地域防災計画

第１部 総 則 
第４章 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 
１　茨木市 
 
(3) 市民対策部（部長：市民文化部長） 
ア 避難所・市民相談班（○市民協働推進課、市民生活相談課、文化振興
課、スポーツ推進課、市民課、人権・男女共生課、（各避難所要員）） 
 
［災害予防対策］ 
□外国人に対する支援体制整備に関すること 
［災害応急対策・復旧・復興対策］ 
□避難者の誘導に関すること 
□避難所の運営に関すること 
□福祉避難所（市民文化部所管）の運営に関すること 
□自治会長等地域住民との連絡調整に関すること 
□市民災害相談窓口の開設に関すること 
□遺体の収容及び火葬に関すること 
□対策部内各課との連絡調整並びに本部との連絡に関すること 
□物価の安定監視に関すること 
□被災動物の保護及び受入れに関すること 
□避難所の運営の総合調整に関すること 
□文化・スポーツ施設等（市民文化部所管）の管理に関すること

20 1 5.0

27 212 八尾市 4 4 2 1 2 2 2 2 25 3 12.0

27 213 泉佐野市 4 4 2 1 2 1 1

泉佐野市議会議員通称等の使用に関する取扱要綱

第2条　議員は、議会において使用する氏名について、次の各号のいずれかに該当すると
きは、それぞれ当該各号に定める通称等を使用することができる。 
(１)公職選挙法施施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項に規定する通称として認めら
れる場合　当該通称 
(２)離婚、養子縁組等の事由により氏に変更があった場合　変更前の氏

1

泉佐野市地域防災計画　第2編第1章第1節総合的防災体制の整備

１６．男女共同参画の視点からの被災者のニーズの把握 
市は、災害時における避難所生活の中で、女性被災者の状況に関する情
報収集やニーズ、課題 
の集約といった男女共同参画の視点に立った被災者への対応、支援、救済
を行うため、各避難所 
を巡回するとともに、女性のための相談窓口を設置する。

58 3 5.2

27 214 富田林市 4 4 3 3 3 4
特になし

2 18 1 5.6

27 215 寝屋川市 4 4 3 1 3 3 2 2 26 2 7.7

27 216 河内長野市 4 4 3 3 3 2 2 22 1 4.5

27 217 松原市 4 4 3 3 3 2
特になし

2 17 0 0.0

27 218 大東市 4 4 3 1 3 3 1

大東市議会議員の通称名等の使用に関する規程

第2条　議員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める通称名等を議
員氏名に使用することができる。 
（1）　公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条
第8項の規定による認定を受けた場合　当該認定を受けた通称名 
（2）　婚姻、養子縁組等の事由により戸籍の氏に変更があった場合　変更前の戸籍の氏に
よる氏名

なし

2 4 1 25.0

27 219 和泉市 4 2 1 1

和泉市議会議員の政治倫理に関する条例

第３条　議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 
(６）前各号に掲げるもののほか、政治不信を招くことのないよう、その品位と名 
誉を損なう行為を慎むこと。

1 1 3 2

特になし

2 19 1 5.3

27 220 箕面市 4 4 3 3 3 2 2 22 3 13.6 ○

27 221 柏原市 4 1 3 1 2 3 2 1

柏原市地域防災計画【資料編】資料25　柏原市防災会議委員一覧

柏原市防災会議委員に人権推進課「男女共同参画センター長」を委嘱して
いる

21 3 14.3

27 222 羽曳野市 4 4 1 1 2

羽曳野市議会議員のハラスメントの防止等に関する条例

第４条　議員は、何人に対してもハラスメントを行ってはならない。

1 2 2 4

特になし

1

地域防災計画

第2部　第1章　第1節　総合的防災体制の整備 
第2　5　男女共同参画の視点を踏まえた活動体制の整備 
 
大阪府及び市は、男女共同参画担当部局が男女共同参画の視点からの災
害対応の周知に係る 
防災担当部局との連絡体制を構築するとともに、防災担当部局と男女共同
参画担当部局が連携 
し、平常時の防災対策及び災害時における男女共同参画担当部局及び男
女共同参画センターの 
役割について、明確化しておくよう努めるものとする。

11 1 9.1

27 223 門真市 4 2 1 1

門真市議会議員政治倫理条例

（政治倫理基準の遵守） 
議員は、次に掲げる政治倫理基準（以下「政治倫理基準」という）を遵守しなければならない。 
(７）ハラスメント等公序良俗に反する言動その他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

3 3 4 2 42 11 26.2

27 224 摂津市 4 4 3 3 3 2 2 12 1 8.3

27 225 高石市 4 4 3 3 3 2 1

高石市地域防災計画

男女共同参画を担当する総務部（人権・生活相談課等）と、災害対応の周
知等を担当する総合政策部（危機管理課等）の連絡体制を構築し、両部局
が連携して男女共同参画の視点から平常時の防災対策及び災害時におけ
る役割について明確化しておくよう努める。

12 0 0.0

27 226 藤井寺市 4 4 3 3 3 4 2 17 0 0.0

27 227 東大阪市 4 4 3 3 3 2 2 35 4 11.4

市町村４－５ (2)



問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置または
提供がされてい
る。（臨時のもの
も含む）
２．保育に必要
な場所の設置ま
たは提供がされ
ている。（臨時の
ものも含む）
３．設置または
提供する予定で
ある。
４．なし

１．専用の場所が
設置されている。
（常設）
２．授乳等に必要
な場所の設置ま
たは提供がされて
いる。（臨時のも
のも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る

 
 

規
定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向
け

 
 

相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていないが、
今後、行う予定であ
る。
３．行っておらず、今
後、行う予定もない。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は現
在は研修を行ってい
ないが、今後行う研
修で利用予定であ
る。
 ３．研修において利
用していない又は現
在は研修を行ってお
らす、今後行う研修
で利用する予定もな
い。

１．行っている。
２．行っていないが、
今後、取り組む予定
である。
３．行っておらず、今
後、取り組む予定も
ない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認め
ている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用した
事例も判断したことも
ない。

１．位置づけられた
規定がある。
２．位置づけられて
いない。
３．その他
　　（不明等）

議員の利用する
ことのできる保
育施設等が議会
に設置または提
供されている
か。

議員の利用するこ
とのできる授乳室
等が議会に設置
または提供されて
いるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関す
る取組（ハラスメン
ト防止に関する議
員向け研修を除
く。）を行っています
か。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメン
ト防止に関するもの
以外）を行っていま
すか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研修
を行っていますか。

当該研修において、
令和４年４月に内閣
府が公表した教材動
画「政治分野におけ
るハラスメント防止研
修教材」を利用して
いる又は利用する予
定はありますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

政治分野の男女共同参
画のために実施している
ことがあればご記入くだ
さい。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画担当
部局又は男女共同
参画センターの具
体的な役割が明確
に位置づけられて
いるか。

問12－１１

議会において、通称
又は旧姓の使用を
認めていますか。

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

本部員総数
※本部長を含む

(人）

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実施
状況

27 228 泉南市 4 4 3 3 3 4 2 14 0 0.0

27 229 四條畷市 4 4 2 2 2 3 2
とくになし。

2 14 1 7.1

27 230 交野市 4 4 1 1

交野市議会基本条例

(議員の政治倫理) 
第23条　議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての倫理観を持ち、品位の保持に努めなければならない。 

1 3 3 1

交野市議会申し合わせ事項

14．その他 
（２）旧姓使用について 
議員が旧姓を使用する場合、市の取り扱いに準じて、議長（正副議長が選任されていない
ときにあっては議会事務局長）宛に、戸籍抄本を添付して旧姓使用申出書を提出すること。
（平成19年10月1日） 

特になし

2 17 2 11.8

27 231 大阪狭山市 4 4 2 2 3 3 4 1 16 1 6.3

27 232 阪南市 4 4 3 3 3 1

議会運営委員会申合せ事項

17　議員氏名の通称使用については、次のとおりとする。
(1)  通称（公職選挙法制度の通称）を議員氏名として使用したい議員は、任期開始時に議
長に対し通称使用許可の申請をすることとし、議長の許可により、その任期中、本名に代え
て通称を使用することができる。ただし、任期開始時に議長が選出されていない場合は、会
派代表者会で了承を得ることとする。
(2)　任期途中における通称使用は、戸籍簿上の氏名の変更により本名を変更する場合に
限る。この場合において、通称（旧姓等）を議員氏名として使用したい議員は、議長に対し
通称使用許可の申請をすることとし、議長の許可により、その任期中、本名に代えて通称を
使用することができる。
(3)　通称が許可された場合は、以降任期中、下記に規定する事項を除き、通称を議員氏名
として用いるものとする。
ア　履歴に関する届出書類
イ　身分証明書
ウ　辞職願
エ　議員報酬・旅費・費用弁償等の支給に関する書類
オ　源泉徴収票の名義
カ　叙位・叙勲の申請

なし

1

①阪南市地域防災計画、②阪南市避難所運営マニュアル

①1-2【第１編総則第２節計画の概要】
②P50【19女性の視点を取り入れた避難所の運営】

13 1 7.7

27 301 島本町 4 4 3 3 3 4 2 10 1 10.0

27 321 豊能町 4 4 3 1 3 3 2
特になし

2 11 0 0.0

27 322 能勢町 4 4 2 1 2 2 2 2 7 0 0.0

27 341 忠岡町 4 4 1 1

忠岡町議会ハラスメント防止条例

第１条から第８条（本文省略）
2 2 3 2 2 13 2 15.4

27 361 熊取町 4 4 1 1

議会議員政治倫理条例第３条第１項第８号

第３条　議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 
（８）ハラスメント等公序良俗に反する言動または行為をしないこと。

2 3 3 4 1

熊取町地域防災計画

熊取町地域防災計画　第１章　活動体制の確立　第１節　組織動員中に、
人権・女性活躍推進課（男女共同参画担当課）は避難対策総務班に属し、
その事務分担の一つとして「避難所の開設及び収容に関すること」が位置付
けられており、同計画中で、男女共同参画の視点に配慮した避難所運営等
が明記されている。 
（以下、一部引用） 
第４章　避難行動　第２節　指定避難所の開設・運営等 
　町は、避難所による自主的な運営を促すとともに、指定避難所の避難所
運営マニュアルに基づき、次の事項に留意して、避難所の円滑な管理、運
営に努める。 
（1）～（10）略 
(11)指定避難所運営組織への女性の参加 
(12)男女のニーズの違い等男女双方の視点への配慮　など 

14 2 14.3

大阪狭山市地域防災計画、大阪狭山市避難所運営マニュアル

大阪狭山市地域防災計画　P177 
第１章 初動期の活動 
第11節 避難誘導 
第６ 指定避難所の開設及び運営等 
４ 指定避難所の運営・管理 
（12） 男女双方の視点への配慮 
指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズ
の違い等男女双方の視点に配慮する。特に女性専用の物干し場、更衣室、
授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、男女ペアによ
る巡回警備や防犯ブザーの配付等による指定避難所における安全性の確
保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努める。 
 
大阪狭山市避難所運営マニュアル　P18、19 
第２章 避難所の開設 
９ 女性への配慮 
避難所は不特定多数の避難者が一時的に共同生活を送る場所であり、自
宅とは異なる 
様々な制約があるが、最低限の生活上の安心安全は確保されるべきであ
り、避難所の運営 
に当たっては、特に、女性への暴力や性犯罪の防止の観点から、以下に掲
げる様々な配慮 
を検討しておくことが必要である。 
① 間仕切りを使用した居住スペース等における配慮 
② 更衣室、休養スペース、入浴施設等に関する配慮 
③ トイレに関する配慮 
④ 洗濯物、物干し場に関する配慮 
⑤ 女性に特有の生活習慣に関する配慮 
⑥ 女性用品の配布場所への配慮 
⑦ 特定の活動が特定の性別に偏るなど、役割を固定化しないよう配慮 
※女性用品の配布及び女性用のトイレ、女性用更衣室等の巡回は女性が
担当することが望ましい。 
このような、避難所における女性の不安や悩み等は、相談相手が男性であ
る場合は相談しづらいため、地域の婦人会等が中心になった女性班を設け
相談窓口とする。 
また、運営には女性の参画を得ながら、性別に偏りがないように運営責任
者やニーズの聞き取りの担当者を配置することで、女性と男性のニーズの
違いや、妊産婦・乳幼児・子育て家庭等のニーズを把握することが必要であ
る。

市町村４－５ (2)



問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置または
提供がされてい
る。（臨時のもの
も含む）
２．保育に必要
な場所の設置ま
たは提供がされ
ている。（臨時の
ものも含む）
３．設置または
提供する予定で
ある。
４．なし

１．専用の場所が
設置されている。
（常設）
２．授乳等に必要
な場所の設置ま
たは提供がされて
いる。（臨時のも
のも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る

 
 

規
定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向
け

 
 

相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていないが、
今後、行う予定であ
る。
３．行っておらず、今
後、行う予定もない。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は現
在は研修を行ってい
ないが、今後行う研
修で利用予定であ
る。
 ３．研修において利
用していない又は現
在は研修を行ってお
らす、今後行う研修
で利用する予定もな
い。

１．行っている。
２．行っていないが、
今後、取り組む予定
である。
３．行っておらず、今
後、取り組む予定も
ない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認め
ている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用した
事例も判断したことも
ない。

１．位置づけられた
規定がある。
２．位置づけられて
いない。
３．その他
　　（不明等）

議員の利用する
ことのできる保
育施設等が議会
に設置または提
供されている
か。

議員の利用するこ
とのできる授乳室
等が議会に設置
または提供されて
いるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関す
る取組（ハラスメン
ト防止に関する議
員向け研修を除
く。）を行っています
か。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメン
ト防止に関するもの
以外）を行っていま
すか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研修
を行っていますか。

当該研修において、
令和４年４月に内閣
府が公表した教材動
画「政治分野におけ
るハラスメント防止研
修教材」を利用して
いる又は利用する予
定はありますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

政治分野の男女共同参
画のために実施している
ことがあればご記入くだ
さい。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画担当
部局又は男女共同
参画センターの具
体的な役割が明確
に位置づけられて
いるか。

問12－１１

議会において、通称
又は旧姓の使用を
認めていますか。

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

本部員総数
※本部長を含む

(人）

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実施
状況

27 362 田尻町 4 4 2 2 2 1 2

（田尻町議会運営に関す
る申し合せ）女性議員が
複数名いる場合は、各常
任委員会にそれぞれ１名
以上は所属する 1

田尻町地域防災計画（令和５年度修正）

３. 男女共同参画の視点を踏まえた活動体制の整備 
 府及び市町村は、男女共同参画担当部局が男女共同参画の視点からの
災害対応の周知に係る防災担当部局との連絡体制を構築するとともに、防
災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し、平常時の防災対策及び災
害時における男女共同参画担当部局及び男女共同参画センターの役割に
ついて、明確化しておくよう努めるものとする。

11 1 9.1 ○

27 366 岬町 4 4 1 1

岬町議会ハラスメント防止条例

第11条 
議長は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、議員に対し必要な研修等を実施する。

1 1 3 2 2 49 9 18.4

27 381 太子町 4 4 1 3

町単独ではないが、
大阪府として相談窓
口がある 1 1 3 2 2 115 42 36.5

27 382 河南町 4 4 2 2 2 2 4 2 13 1 7.7

27 383 千早赤阪村 4 4 2 3 3 4 2 10 0 0.0

市町村４－５ (2)


